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開会 午前 ９時５７分

◎開会宣告

〇委員長 辻 勲君 おはようございます。ただいまから決算審査特別委員会を開きま

す。

◎開議宣告

〇委員長 辻 勲君 これより議事に入ります。

本委員会に付託されました議案第９号 令和５年度砂川市一般会計決算の認定を求める

ことについて、議案第１０号 令和５年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求め

ることについて、議案第１１号 令和５年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求める

ことについて、議案第１２号 令和５年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を求

めることについて、議案第１３号 令和５年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決算

の認定を求めることについて、議案第１４号 令和５年度砂川市病院事業会計利益の処分

及び決算の認定を求めることについての６件を一括議題とします。

お諮りします。審査の方法としては、まず一般会計より行うこととし、歳出を款項ごと

に、続いて歳入の審査の順で行い、次に特別会計の歳入歳出、事業会計の収入支出を一括

審査する方法で進みたいと思います。このことについてご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように進めてまいります。

これより議案第９号 令和５年度砂川市一般会計決算の認定を求めることについての審

査に入ります。

１３３ページ、第１款議会費、第１項議会費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１３７ページ、第２款総務費、第１項総務管理費について質疑ありませんか。

武田真委員。

〇武田 真委員 まず、総務管理費、一般管理費、１３８ページの一般管理費について伺

いますけれども、今年少し不用額が多めに出ていると思うのですけれども、この不用額が

出た要因についてまずお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 総務管理費の一般管理費で不用額が多額に出ているというこ

とで、一般管理費の不用額が２億２６０万７，２８０円というところの数字を見てのご質

問かと思います。この中で大きなものということで私からお話をさせていただきますが、

一番多い不用額の大きな要因の一つがふるさと応援寄附金に要する経費、この分のここに

係る経費での不用額が２億１６８万９，３２５円ということで、ここの経費に係る不用額

が多かったことが要因かと思われます。
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〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 費目としては何でしょうか。報償費、委託料あたりかなとは思ったので

すけれども、この辺はどの辺の費目なのですかね、お伺いいたします。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 ふるさと応援寄附金に要する経費の不用額ということで先ほ

ど数字を申し上げましたけれども、そのうちさらに細かい部分でということになりますと、

ふるさと応援寄附金の謝礼、この部分が１億２，９００万円ほど、そして通信運搬費、こ

ちらの不用額が１，４６０万円ほど、また手数料の不用額３，３９０万円ほどということ、

そしてふるさと応援寄附金業務委託料、この部分が２，３７４万円ほどというところが大

きなところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、ふるさと応援寄附金に係る経費が減ったということは、

要は応募の件数が減ったということでこれらの関連する費目が減ったという理解でよろし

いでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 このふるさと応援寄附金に要する経費につきましては、昨年

の１２月補正の段階で２億１，０００万円ほどの増額補正をしていたところでございます

が、見込んでいた応援寄附金の金額までいっていないという部分で、歳出もそれに応じた

残というか、不用額が生じているということになってございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 続きまして、１４６ページ、５目財産管理費なのですけれども、これも

同じく需用費、不用額が出ていますが、これの要因について伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 財産管理費の不用額、こちらが合計で１，０７１万１，７１

４円ということでなっている、そのうちの需用費が８８０万ほどと、その大きなところで

申しますと庁舎の維持管理に要する経費、この中の光熱水費の不用額が８３１万円ほど生

じておりますので、この部分が大きいかと思います。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 光熱水費が高騰中のところなのですけれども、結構大きな不用額が出た

という、この辺の要因というのはどのように分析されているのか伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 光熱水費のうち、当初で見込んでいたものと大きな差が生じ

ているは電気代の部分です。電気代が当初予算で２，５００万円ほど、光熱費の多くは電

気代が占めている部分なのですけれども、この電気代が２，５００万円ほど想定していた

のが１，６００万円ほどで済んでいるということで不用額が生じている状況でございます。
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〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 その要因というのはどういうところなのですか。電気料が下がったとい

うこともなかったと思うのですけれども、建物の省エネの効果で下がったとか、この辺の

要因というのはどういうところなのか伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 この電気代に関しては、電気代が高騰しているという状況が

長らく続いておりますので、ある程度予算に不足が生じないような形で当初予算、そして

３月補正も見込んでいたところでございますけれども、また使用量も、省エネといいます

か、それぞれ節電を意識して業務に取り組んでいたという部分もありましてこのような残

額ということで、なかなかぎりぎりの予算の設定ということにはならない費目になります

ので、このような残額ということになったところかと思います。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 最後に、１５８ページ、１２目電算管理費、伺いたいのですけれども、

文書管理・電子決裁システムを新規導入されたということで、この辺の導入の効果等につ

いてお伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 ＤＸ推進課長。

〇ＤＸ推進課長 渡部秀樹君 文書管理・電子決裁システムについては、今年の４月より

運用を開始しておりますけれども、まずはペーパーレス化というところで、導入から半年

ほどたっておりますけれども、２年前のプリンターの印刷枚数と比較いたしますと金額に

するとおよそ８７万円の削減効果ということで試算をしているところです。また、定性的

な部分といたしましては、決裁スピードの向上ですとか文書検索の効率化、保存スペース

の削減などといった効果を見込んでいるところです。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、紙も順調に削減されているということと決裁スピードも

上がったということで、業務の効率化がかなり向上しているということで理解してよろし

いでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 ＤＸ推進課長。

〇ＤＸ推進課長 渡部秀樹君 お見込みのとおりでございます。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 まず、６目の企画費で１４９ページ、１５０ページになりますけれども、

こちら下に出会い創出支援事業に要する経費とございますが、その他の経費になっていま

すが、その内訳についてお聞きいたします。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 三橋真樹君 その他の経費につきましては、全額消耗品費でございます。

必要な事務用品を購入させていただいた経費となっております。
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〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 こちら当初予算では補助金６０万を見ていたかと思うのですけれども、

その辺がなぜ消耗品になったのか、その辺の理由をお聞かせください。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 三橋真樹君 補助金１事業につき２０万円、３事業を想定しまして６０

万円を当初計上していたところでございますが、令和５年度につきましては事業実施がな

かったということで全額執行残、不用額となっているものでございます。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 事業実施がなかったけれども、消耗品の支出が当初予算よりも多くなっ

ているという理由はどのようなところでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 三橋真樹君 経過についてご説明いたします。

令和５年度につきましては、令和２年度から４年度、３か年間については新型コロナウ

イルス感染症の影響から事業を見合わせていたと、５年度４年ぶりに事業を実施しようと

いうことで、新すながわ農協が主催者となりまして１１月に事業を実施したいということ

で実際に補助金の交付申請書が提出されておりましたけれども、申込者数が規定の人数に

達しなかったと、男女各５人という要件に満たなかったということで中止をしたという経

過があります。この間にチラシの作成ですとか事前の準備も行っておりましたので、そう

いった文書の管理ですとか、そういった必要最小限の消耗品を購入をさせていただいたと

いうことでございまして、補助事業については事業実績なしとなったところでございます。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 だとすると、当初は補助金の範囲でやってもらうということではなくて

必要な経費が出た場合はさらに市としても補填するような考えでいたというようなことな

のでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 三橋真樹君 こちらの消耗品費につきましては、事務局、私ども当課、

政策調整課の事務費でございまして、イベントは行っておりませんので、イベントに対す

る支出というのはなかった状況でございます。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 残念ながらできなかったということなので、出会い創出事業はこれから

大切になってくると思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。

次に、１０目の市民生活推進費なのですけれども、１５３、１５４ページ、こちらのバ

ス運行に要する経費の収支不足額補償金、３路線についてあるかと思うのですけれども、

その辺の積算はどのような根拠でなっているのかお尋ねいたします。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。



－9－

〇市民生活課長 伊藤修一君 路線バスに対する収支不足額補償金については、運行経費

に対しまして国の補助、こちらの３路線については国庫補助を受けているということで運

行経費の４５％を上限に国庫補助があるということでございまして、残りの運行経費の５

５％分についてはその路線を運行して得られる運賃収入等を基本的には充てるというのが

仕組みでありますが、利用人数が少ないがために運賃収入をもっても５５％を満たせない

ということで、運賃収入を引いて残った分を路線の沿線自治体で協調しながら支援を行っ

ているという仕組みでございます。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 この３路線足すと１，０００万超えるような金額になるかと思うのです

けれども、こちら砂川だけではなく、ほかのまちも負担してということですので、相当な

赤字になっているのかなとは思うのですが、その辺に対して市としては赤字を少しでも減

らすような対策というか、バス会社との調整等、どのようなことをしているのかお尋ねい

たします。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 路線バスの赤字を減らす、こちらは基本的には利用者数を

増やしていくというのが基本的な解決策であろうとは思うのですが、人口減少、それから

利用される学生などの若い方が少なくなっているというところでは前年度の利用者数等を

維持していくというのが非常に困難な状況であります。それらの状況については、路線バ

ス運行会社とも情報交換はしておりますが、実態的に具体的な施策というのはなかなか取

れていないというのが実情でございます。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 結構通るバスを見てもお客さんが少ないときもかなり多いようですし、

バスだけの問題ではなく地域交通全体の問題かとは思いますので、ぜひその辺りを総合的

にいろいろな施策と兼ね合いを見ながら進めていただければと思います。

次に、１３目まちづくり推進費、１５９、１６０ページになりますけれども、スマート

インターチェンジの関係ですけれども、スマートインターチェンジの利用促進に要する経

費、こちらは消耗品費となっていますけれども、どのようなものに使われたのかお聞きい

たします。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 三橋真樹君 こちらは、スマートインターチェンジの利用状況について

フォローアップをするということになっておりますので、主にコピー代でございます。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 たしか前年度の決算額はもっと大きな額でしたけれども、そうでもない

ですね、２，５７８円ですものね。これで効果があったのか、なかなかこの金額では効果

というのは見込めないとは思うのですけれども、実際に利用についてはどのような状況に



－10－

なっているのかお聞きいたします。

〇委員長 辻 勲君 政策調整課長。

〇政策調整課長 三橋真樹君 今現在スマートインターチェンジの利用量、交通量につい

ては、定期的にネクスコからも情報提供いただきながら把握をしているところでございま

して、開通したのは平成２７年でございますけれども、以降調査をしたところ、令和５年

度については、１日当たりの交通量が５０２台ということで調査をして以来、１日平均の

数になりますけれども、最も多い通行量となっているという状況になっております。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 私もあそこを利用することがあるのですけれども、行きはいいのですけ

れども、帰りに入ってきたときに出口と入り口が何か分かりづらいとか、そういうような

ところもあるかと思うのですが、そういう点もしっかり検証していただいて、消耗品、コ

ピー代ということですけれども、もう少し有効に使うような予算で利用者が増えるような

ことができるのでしたら、検討いただければと思います。

以上です。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 先ほど武田委員が不用額で聞いていたふるさと納税の関係なのですけれ

ども、１４０ページのふるさと応援寄附金ですけれども、先ほどの答弁にもあったように、

途中で補正が入って、だけれどもそうはいかなかったというところのようなのですけれど

も、そこら辺の要因を教えてください。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 ふるさと応援寄附金の状況ということで、なかなか歳出だけ

では分かりづらい部分もありますので、まずふるさと応援寄附金の決算状況についてお話

をしたほうがよろしいかと思いますので、そちらから触れさせていただきますが、令和５

年度につきましては、決算書ベースでの数字になりますけれども、件数でいきますと４万

２，３０５件、金額でいきますと１１億９，５４１万５，５００円という決算数字となり

ます。ちなみに、前年度、令和４年度の数字も申し上げますと、令和４年度につきまして

は４万４，４７２件、金額でいいますと１２億３５５万６，０００円という状況です。前

年度との比較でいきますと件数で２，１６７件、金額で８１４万５００円の減となったと

いうのが決算上の数字となっております。

まず、それを踏まえてお話をしていきますが、１２月補正の段階では昨年の１０月末時

点までの寄附金の状況が前年と比べて１．５倍程度で推移をしていたということで、その

まま推移すると当初予算で見込んでいたものより大きく上回るだろうということで増額の

補正をしたという状況がございます。そこの見込んでいたところからこの決算に至ってい

ますので、その間見込みとは違う状況になっているということになりますので、それがど

のような状況だったのかということになりますが、決算上は先ほど申したとおり減という
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ことで、率でいくと０．７％減、令和４年度に比べますと０．７％減という状況で、微減

という決算かと思います。ただ、私どもとしましては、ふるさと応援寄附金の寄附額が令

和４年度最高を記録したという状況がありまして、そこから減ってしまっているか、減少

傾向にもういっているのかといいますと、そのように捉えてはいなくて、緩やかですけれ

ども、増加傾向はまだ続いているというところで実は捉えております。

決算上微減と言いましたけれども、減っているのはなぜかというところになりますけれ

ども、昨年の令和５年１月から８月ぐらいまでは、各月で程度の差はありますけれども、

おおむね前年比で１１０％あるいは１２０％ということで増加傾向でずっと推移をしてい

たというところです。そして、昨年の１０月、ご存知かもしれないですけれども、ふるさ

と納税のルールの変更というのが１０月からございまして、募集の基準の見直しですとか、

経費のルールの変更ですとか、地場産品基準の見直し等々ありまして、これまでオーケー

だった返礼品が１０月からは対象外になるですとか、経費の見られ方が変わるので、値上

げをしなければいけないですとか、そういった見直しが、全国の自治体でそういった対応

に１０月から迫られたという状況がございました。

ただ、砂川市としましては、若干の価格の見直しはありましたけれども、返礼品で出せ

ないものが出たかというと、そういうことはなくて、ルール見直しによる影響はない状況

だったのですけれども、テレビ、新聞報道等、９月までにふるさと納税をしたほうがお得

だとか、９月まででないともらえない返礼品があるだとかという、そういった雰囲気が大

きくありまして、例年年末に殺到するような寄附が９月に殺到するという駆け込みの需要

が大きくありました。先ほど言ったように、砂川市に関してはルール変更に伴って特に変

わる部分はそれほどなかったのですけれども、この駆け込み需要という全国的な雰囲気に

のまれるというか、その影響を受ける形で昨年の９月については前年比で３８９％、昨年

の９月が３８９％という異常な、異常と言ったらおかしいですけれども、実績が跳ね上が

ったと、１月から８月までは大体１１０％、１２０％、９月は３８９％とどんと上がった

という状況がございました。

ただ、駆け込み需要ということでその反動が実は１０月以降に起きてきておりまして、

これは全国的な傾向でもあるのですけれども、砂川市の１０月、１１月の寄附額というの

は前年比でいきますと約５０％、そして１２月、１月は若干持ち直して前年比で約８０％

ぐらいまで持ち直したのですけれども、例年になく全く読みようがないというか、そうい

った寄附実績の動き方をしていたということがございます。１２月補正の段階では、返礼

品等の歳出に不足を来すというのは避けるためにも増加傾向にあったペースがそのまま続

くものとして歳出歳入予算１２月補正を組ませていただきましたけれども、想定をしてい

ない全く読みようがない動き方をしてしまったということがございまして、その結果が今

回の決算額約０．７％減というところになったというのが、すみません、長くなりました

けれども、そのような状況になっているかと思います。
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この昨年の駆け込み需要、そしてその反動の影響というのが実は今年の２月ぐらいまで

続いていて、ようやく３月ぐらいからは通常モードといいますか、平常の状態に戻ってき

ております。ちょっと決算の話から外れてしまうかもしれませんが、今年の３月以降は前

年比で１５０％程度という寄附額が続いている、そういった状況で推移をしておりまして、

かなり順調にきているということはお伝えをしたいと思いますけれども、そういったこと

も踏まえて、令和５年度落ち込んでしまったかと言われるとそういうことではなくて、そ

ういった不測の状況で、瞬間的といいますか、切り取った部分だけ見ると微減という取り

まとめになってしまったかなというような捉え方をしております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 随分丁寧に今年度の話までしてくれて、要するにこの決算のときは、先

ほどの不用額でも２億ほとんどがふるさと納税の関係だったということだと思うのですけ

れども、私からしてみると読み違いということになると思うのです。２億近くも補正で出

すというから、私はホームページで令和５年は１６億にもなるかもしれないと書いてしま

ったのですけれども、実際そういうことの読みだったですよね。ところが、結果的に言え

ば、令和４年にも、同じような額だけれども、ちょっといかなかったと。ただ、これが本

当に不測の事態で予想ができなかったことなのかどうなのかというのは、やはり大きなこ

とだと思うのです。見誤ったと私は思うのですけれども、先ほど言っていた駆け込み需要、

その調子でいけばこれは予算が足りなくなるという予算の立て方、その辺のところはどう

だったのでしょうというのをまずお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 ふるさと応援寄附金の寄附の金額というのは、月別で申し上

げますと、昨年はちょっと不規則な動き方をしてしまっていますけれども、年末の１２月

に、約半分近いといいますか、それぐらいに迫る寄附額が想定されるという状況にござい

ます。昨年の１２月補正のタイミングでいきますと、そのままの状況で進んで１２月の寄

附額もその状況が続いてしまうとなれば、その支払いが１月、２月には出てくるというと

ころで、そこの支払いができなくなるという事態は避けたいという部分がございまして、

そこに不足が出ないような形でということで、読み違いと言われてしまうと読み切れなか

ったという部分はあるかと思いますけれども、タイミングとしては１２月補正で補正をす

る必要があったというところはご理解をいただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 令和５年度での返礼品のお話しできる範囲でのどれがどのぐらい売れて

いるのかというのを教えてください。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 令和５年度の返礼品の状況ということになりますが、まず返

礼品の前、商品別ということでお伝えをしたいと思いますけれども、上位５つの品目でい
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いますと１位から３位までは化粧品関係の商品になります。４番目に関してはお菓子です。

５番目に革製品というのが返礼品の人気商品という状況になります。また、ふるさと納税

の寄附件数、寄附金額ということで上位どのような状況かといいますと、こちらは一番多

いのが化粧品関係の事業所です。２番目に多いのが革製品の事業所、３番目はお菓子の事

業所という、この上位の３社で寄附の件数も寄附金額も大体９６％ぐらいを占めていると、

上位３社で９６％ぐらいを占めているという状況になってございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 これは、決算でもうちょっと詳しくは言ってもらえませんか。全体の９

６％がこの３つで占められているというのだけれども、そこは無理。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 化粧品関係の事業所というと、恐らくこれは言わなくても分

かるかなと思います。２番目の革製品の事業所、これも想像していただけるかと思います。

３番目のお菓子の事業所は、北菓楼になります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 その答えを求めたのではないのです。自分で全部言ってしまっているか

ら、しようがないのだけれども、９６あるのだけれども、本当にこの３つ、化粧品と革製

品とお菓子が９６％を占めているということになったら、大事な大事な企業ですよ。これ

がなくなったら、たちまちうちのふるさと納税がっくり減ってしまうということなのです

けれども、そこの中の割合というのが話ができるのですかという質問です。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 失礼しました。まず、寄附金額でいきますと化粧品会社が件

数的には６１．２％を占めております。２番目の革製品の事業所が３１．８％、３番目の

お菓子の事業所が３．１％、合わせて約９６％ぐらいを占めているということになります。

寄附件数でいきますと、それぞれ商品の単価がありますので、少し先ほどと違ってきまし

て、１番目の化粧品関係の事業所が８２．６％、２番目の革製品の事業所が６．７％、３

つ目のお菓子の事業所が６．６％ということで、この３社でこれも約９６％ぐらいを占め

ているという状況になります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 これ以上詳しく聞くと各お店の企業の売上げまで分かってしまうみたい

な形になるので、そこは控えますけれども、ただ圧倒的にうちの場合は偏っているという

ことが言えると思うのです。頼りにできるところが何か所もないというところだと思うの

です。何を今度聞きたいかというと、ふるさと応援寄附金の業務委託料の関係なのですけ

れども、これは８，２００万ほど令和５年では支出になっているのです。これはインター

ネットの関係ではなくて業務の委託ということでいいのかどうか、まず確認させてくださ

い。
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〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 こちらは業務の委託ということで寄附の申込情報の管理です

とか、寄附の受付サイトの更新ですとか、そういったサイトのリニューアルですとか、返

礼品の企画ですとか、そういった業務を委託している委託料ということになります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それで、うちの場合はあまり工夫がない形の返礼品の仕組みだというの

は先ほどのパーセントから分かりますよね。３社の製品でほぼ賄っているという状態なの

です。新しい製品だとか、例えばもっと地元の中小の方々のいろいろなものが返礼品とし

て入ってこれないものなのか。入ってくれれば市内の経済にも若干潤っていくという形は

取れるはずなのですけれども、ふるさと応援寄附金の業務委託料８，０００万、これは多

分本州の会社だったと思うのですけれども、つまり何をやっているのかというと事務の委

託、今まで市の職員、今までは委託というのは何年か前まではしていなくて、市の職員た

ちでやっていたものですから、そこの効果がどれだけ出ているのかなというのをやはり考

えるべきだと思うのですよ、８，０００万払うわけですから。これが市内の企業なら何に

も文句はないのですけれども、つまりその分だけ市内の企業が動けているということにな

るわけで、せっかく外に出してこれだけのお金を払うのであるならばもう少し違うやり方

はできないのかなと、つまり全体の十何億の９６％が先ほど言った化粧品、革、お菓子だ

ったとすれば、もしかしたら事務経費のために８，０００万払っているということかもし

れないではないですか、結果からすればですよ。私の今の読みというのはどうでしょうか、

当たっているのかどうかお答えください。

〇委員長 辻 勲君 総務課長。

〇総務課長 岩間賢一郎君 この業務委託に関してですけれども、８，０００万円を払っ

て業務、事務をしていただいているという、決算としてはそういう状況ですけれども、こ

ちらの業務に関しましては取り扱った寄附金額に応じた金額ということになっております

ので、頑張っていただければいただけるほどこの委託料が増えるということになっており

ます。そういった状況です。

そして、３社に偏っていて、ほかの事業所ということでしたけれども、その辺りも私ど

もとしてもやはり課題として考えてございます。ほかの事業所、小さな事業所でも砂川市

の魅力を全国にお伝えできるような返礼品、こういったものに取り組んでいただきたい、

あるいは商品を提供していただきたいといったことは考えておりまして、令和５年度、昨

年からの取組になりますけれども、これは委託業者とも協力しながら、市内事業所にお声

がけをしながら個別に相談会というものを実施しておりまして、これは今まだふるさと納

税の返礼品を提供していないような事業所にもお声をかけて、ふるさと納税への参加の仕

方ですとか、商品の出し方、手続の仕方などの相談を受けたりですとか、もちろん既存の

市内業者も個別にお会いをして、新たな返礼品の開発、一緒にタッグを組んでできないか



－15－

ということで協議を進めたりですとか、そういったことも行っておりまして、前向きなお

話をいただいている事業所もございます。そういった部分をさらに精査しながら、３社以

外の小さな事業所も参加して、そしてその商品が砂川の商品ということで魅力を発信でき

るようなことは進めていきたい、取り組んでいきたいとは考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 決算だから、やはり結果なのです。先ほどから言っているとおり、そう

工夫しなくてもうちの場合はこの３つがしっかりしていてくれて、この３つの中でもらう

人が飽きてきたなと思ったら、もしかして新しい何かを作っていただければこの十何億は

確保できるという数字なのです。この外部委託するときに議論は議会でもあったはずです。

何で外に出すのという話です。本当に砂川市内のことを分かっている業者なのと。しかも、

今の５年度の状況を見るときに市内の商品が開発されているのかどうかというのは、そう

大きい効果としてあるようには思えないわけです。もし事務的なことが今まで市の職員が

やっていた分がということになるならば、そんな難しい作業ではないのではないかと思う

わけです。だとすれば、市内のどこかでも受けられる可能性があるのではないかと私は思

うのです。そうしたら、年間８，０００万が市内の経済に入ってくるとすれば、これはす

ごく市内にとっては大きなことになるし、市内での雇用も生まれるかもしれないと私は思

うのです。そういう考え方というのはふるさと納税についてないのでしょうか、副市長、

ちょっとお答えいただけませんか。

〇委員長 辻 勲君 副市長。

〇副市長 井上 守君 まず、ふるさと納税の委託した経過につきましては、もともと総

務課で所管しておりましたけれども、２名もしくは３名の職員で担当しておりまして、嘱

託、それからパート、正職員も全部合わさってやっていたのですけれども、１億円を超え

た頃から非常に事務が煩雑化していると、それからやはりインターネットの応募が多いと

いうこともあって、今現在１７サイトぐらい、正確に私は覚えていませんけれども、使っ

ているはずですが、それらのインターネットサイトの経費の関係もしなければならないと

いうこともありまして、外部委託というようなことで進んできております。

それで、総務課長もお話をしましたけれども、一定の割合を掛け算しながら報酬を決め

ていますので、頑張れば頑張るほど企業にも収入になりますし、ふるさと応援寄附金が上

がっていくというような形にはなってございます。それで、当時企業を決めるときにもプ

ロポーザルをして決めたと思いますし、市内の事業所もたしか入っていたような記憶もし

ておりますけれども、その中でやはり一番いいところというようなところと全国的にも経

験があるというようなことでお願いしております。それから今、ＳＵＮＡＦＵＬＬでした

か、カタログバージョン２というものになっていますけれども、リニューアルしたカタロ

グも非常に好評でして、非常に安価でカタログを印刷してもらっていますし、それらの構

成の内容もデザイン的にも洗練されたデザインでして、私どもも出張に行くときにはそれ
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を持っていくというような形もございますけれども、これが市内でできるかどうかという

のは、委託業者を選定する際のそれぞれの決め事の中でプロポーザルでしたり随意契約で

したりということはあるのでしょうけれども、一応そんな形でこれまでも決めてございま

すので、一定の期間は今使っている業者ということになると思います。

それから、ふるさと応援寄附金の今大きな砂川の企業３つということでお話をされてい

ました。それぞれの製品、特徴ある製品でして、それが浮き沈みというようなことは当然

あると思います。全国的にいいましてもふるさと納税については、今能登で災害があった

経過からしますとやはり災害があるところについては額が大きくなる。それから、最近で

は米が非常に不足しているというような状況もありまして、何日か前の新聞でもありまし

たけれども、ふるさと応援サイトの米のものがないというようなこともあるようでござい

ます。砂川市に関しましては、これはホクレンと直接の取引をしているというようなこと

もありまして、お米に関しては欠品することなくＰＲできるというようなことで安心はし

てございますけれども、これまでもふるさと応援寄附金の品出しといいますか、課題につ

きましては、平成２１年からこれら始まっていまして、返礼品の税の改正があったのはた

しか２６年か７年だと思いますけれども、それから非常に伸びてございます。

それから、やはり収入の根幹となるものでございますけれども、不用額が多くなったと

いうのは、課長も説明しましたけれども、大きな寄附があったときに支払いができないと

いうようなことがあると困るということがございましたので、昨年に関しましては１０月

１日からの制度改正がそれほどの影響があると見込めなかったというのは致し方ないので

すが、そういった形で見込みの部分が多少は多かったのかなという気もしておりますけれ

ども、１１億円の歳入が確保できたのは一安心というようなところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私が言いたいのは、今副市長がおっしゃっているのだけれども、課長も

おっしゃっていたと思うのだけれども、たしか九州の企業だったと思うのですけれども、

この企業が頑張っているからではなくて、砂川市内のこの３つの企業が頑張ってくれてい

るから、この製品に魅力があるから、ふるさと応援をしようと全国の人たちが思ってくれ

ているのだと思うのです。この委託業者が頑張るのは、ここが件数が増えたら、当たり前

ではないですか、自分のところが件数によって何％かもらえるのだから、こんな楽なこと

はないのです。

ではなくて、せっかくよその企業に頼んでいるのであれば、もっと新商品を開発しても

らったり、地元のいろいろなものをしっかりとキープをしてもらったり、つくり出してい

ってもらうということを期待しない限りは駄目だと私は思っているのですけれども、そう

いう意味でいったときにこの８，０００万の売上げが、先ほどから言っていますけれども、

地元企業なり地元の方々の何とか収入になるような方法、つまり地元を育てるという考え

方というのは全くないものなのかどうか。今の話でいくと全くなさそうな気がするのです。
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それで、本当に地元を育てていくという気概ができないでこれからどうするのだろうと私

は思っているのですけれども、そこだけでいいですから、もう一度お答えください。

〇委員長 辻 勲君 副市長。

〇副市長 井上 守君 企業とタイアップした商品開発というのは、課長も説明しました

けれども、今年、令和５年から本格的に事業所を募って参加をいただいております。これ

までも、そういった形ではなく個別の企業を回りながら商品化してほしいというようなこ

とでありました。海鮮を扱うところの丼屋にも私どもが担当のときにも足しげく通ってお

願いした経過がありますけれども、ふるさと納税につきましてはある時期に大量に支出と

いいますか、品出しをしなければならない、それに対して製品化もしなければならない。

それから、クレジットが多くなっていきますと実際に申込みがあってから品出しがされて、

それから資金が到達するまでに非常に時間がかかるものと、それからキャンセルというも

のも非常に多く発生しております。

そういったものも考えますと、受け払いの業務につきましては市内の企業が育つという

ような土壌にあるのかどうか、ちょっと私は分かりませんけれども、そういったものでプ

ロポーザルに応募していただける企業があれば応募していただければよろしいと思います

し、それらの門戸は開いているつもりでございますし、品出しの企業につきましてはこれ

までもいろいろな木材製品のところから調達したりですとか、乳製品ですか、そういった

ものもありますので、そういったものについてはそれぞれ四季折々の時期ですとか、それ

から日本全国の世情というのですか、今回でいえば米の問題もありましたけれども、そう

いったものも見ながらやっていかなければならないと思います。ただ、何度も申し上げま

すけれども、これが安定して一定程度この１０億という金額が、今既定の路線ではありま

せんけれども、私どもも、議員もそうですけれども、期待している数字とするのであれば、

こういったものについては一定程度これまで同様これからも何とかそれが落ちないような

努力もしていかなければなりませんし、市内の企業もそういった意味では砂川市に目が向

いていただいている間にいろいろな方法を使ってＰＲしていくのが最善の策だと思ってご

ざいます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 もう諦めるのですけれども、どうも私の聞きたいことと答弁が合わない

のです。私は、この８，０００万が九州の私が見も知らない企業の収入になっていくので

はなくて何とか、もしも事務的なことが多いのであればこれは市内でできないのかなと正

直思っているということなのです。今後そういう方向性を幾らかでも考える気持ちはある

のかないのか。やってみなければ分からないというのあるではないですか。最初からそこ

しかないと思っているのも何か私としては、だったら少しずつでも、地元でもこの８，０

００万が地元に入ってくるような方策を、だんだん慣れていってもらうとか、段階的なこ

とというのも今のお答えの中では少し感じられなかったのですけれども、今度部長にお伺
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いします。その辺は考え方はないでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 総務部長。

〇総務部長 板垣喬博君 委託業者を地元企業にというようなお話がありました。令和３

年１２月に実は委託を実施しております。その際にプロポーザルを実施して、その中では、

私どもも委託は初めてのことでしたので、全道のほとんどの自治体はもうその時点で既に

委託といったものは実施していたのですが、私どもにとっては初めてだということで、石

橋をたたいたという部分は正直ございます。全国的な実績を重視させていただいた。ある

いは、セキュリティー対策ですとか、そういった部分で国の指定をしっかりと受けている

ですとか、そういったものをプロポーザルの参加要件に付加させていただいたというよう

なことで、最終的にこの業者を選択したという経過がございます。

それで、令和３年度につきましては５億５，０００万円ぐらいの寄附額が、そして令和

４年度は過去最高の１２億円と、そして令和５年度についても１１億９，０００万ほどと

いうような実績の中で、実際のところほかの自治体の委託料の状況を見ますとほとんどの

自治体がやはり寄附額の８％から１０％ぐらいの寄附額を委託料として支払うというのが

通常なのですけれども、砂川市が契約している業者につきましては、実は４．４％という

安価な委託料で実施をしていただいている。それから、少しでも地域に根差そうというこ

とで、サテライトオフィスということで昨年度から空知太に事業所を開設していただいて

いると。その分がプラス１．１％の寄附額になっているのですけれども、そういった地域

に根差した活動もしていただいていると。取扱いの商品につきましても令和３年度のとき

は２１２品目ぐらいだったのですが、現在は３１０品目を超えるようなことで、その辺の

商品開発につきましても地元企業と企業訪問をしたりですとか、あるいは相談会を実施し

た中で行っていただいているということで、私としては令和６年度も右肩上がりで今推移

しておりますので、この間業者に対する、様々な事務を実はしていただいているのですけ

れども、４万件を超える寄附額があるものですから、そこに対するいろいろな手続上の遅

延ですとか、クレームの処理ですとか、そういったことで業者に対するクレームが市に入

ってくるということもほとんどございませんので、その辺は利用者にとってもすばらしい

対応をしていただいていると私は考えておりますので、そういった部分では右肩上がりで

推移しているうちはもう少し様子を見させていただきたいと思っています。

現実としてとんでもない業務量があるのは間違いございません。そして、税が絡むお話

ですし、当然返礼品をお手元に届けるための期間ですとか、あるいは証明書を発行する期

間ですとか、こういったことについても遅延は許されないと思っていますので、そういう

部分ではやはり相当な実績があるからこそ、ノウハウがあるからこそそういったところが

やれているというところが正直ございますので、そういった業者が砂川市内でも、もちろ

ん実績を積むのは大変ですので、その初めて実績がうちになるべきだという思いがありま

すので、そういうノウハウは本当に習得した上でこういった業種に参画をされるというこ
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とであれば、いずれまたプロポーザルをして委託業者を決めるような場面というのは出て

くると思っておりますので、今の段階ではそういった経過があって実績を重視したミスの

ない、そして利用者にとっても最短で事務処理をしていただける業者を選択しているとい

うことで今の段階ではご理解をいただきたいと思っておりますし、今後につきましてはい

ずれ頭打ちされるときもくるかもしれませんので、そういった場面についてはより発想力

があって、さらにそこから寄附額を右肩上がりにできるような業者を探さなければならな

いというような場面も出てくるかと思いますので、その際にはまた改めて広く公募をして

プロポーザルを行っていきたいなという考えではおります。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次の質疑におきましては休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１０時５６分

再開 午前１１時０３分

〇委員長 辻 勲君 委員会を再開します。

次に、１６１ページ、第２項徴税費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１６３ページ、第３項戸籍住民基本台帳費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１６５ページ、第４項選挙費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、選挙費について質問したいと思います。

まず、１６８ページの知事、道議選についてであります。決算で計上されているわけで

ございますが、このときのまず投票率について伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員、投票率は決算に関係ないので、違う質疑あります

か。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 このときに数々の事務報酬等あったと思いますけれども、この中に期日

前投票についてもあるかと思うのですけれども、期日前投票についてはどれぐらいという

ことになるかについてまず伺います。

〇委員長 辻 勲君 選挙管理委員会事務局次長。

〇選挙管理委員会事務局次長 岩間賢一郎君 北海道知事、北海道議会議員選挙における

期日前投票の状況ということの質問かと思います。まず、道議会議員選挙につきましては、

こちらは無投票という状況でした。そして、北海道知事選挙、こちらは行われまして、全

体の投票率は５８．１８％でした。それに対する期日前投票はどれだけいたかという部分
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でいきますと、投票された方のうちの３０．１８％、これだけの方が期日前投票を行った

という状況にございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 というところで、期日前投票が市役所で行われたかと思うのですけれど

も、続いて市長、市議選挙についてもやはり期日前投票が行われたかと思うのですけれど

も、それについてはいかがですか。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 一番最初の質疑が駄目だったわけでしょう。だとすれば、２回目なんか

同じ種類ですよ。今回は決算なので、そこは質疑としては駄目だと思っています。

〇委員長 辻 勲君 高田委員、期日前投票の経費のことについてですか。だったらい

いのですけれども。

〇高田浩子委員 だから、この中に期日前投票の経費も入っているかと思うのだけれども

というお話で聞きました。

〇委員長 辻 勲君 いま一度、では質疑してください。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 市長、市議選挙に要する経費について、この中に期日前投票についても

経費で計上されているかと思うのですけれども、その点について伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 選挙管理委員会事務局次長。

〇選挙管理委員会事務局次長 岩間賢一郎君 今回の決算、知事、道議選挙、市長、市議

選挙、それぞれ選挙に係る経費を歳出として決算しておりますけれども、そのうち当然期

日前投票に係る経費というものもそれぞれに含まれております。ちょっと区分するのが難

しいですので、期日前投票に関して幾らかかったということは答弁しようがないというこ

とでご理解いただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまのお話によると、ちょっと区分するのが難しいというようなお

話でした。現在のところ市役所で行われているかと思いますけれども、行くことが難しい

という方も多々おりますので、そういった場所を増やすやバス投票等を今後この５年度の

決算を踏まえて取り組んでいっていただきたいと思います。

以上です。

〇委員長 辻 勲君 他に発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１７１ページ、第５項統計調査費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第６項監査委員費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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次に、１７５ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、民生費、社会福祉費について伺いたいと思います。

まず、１８６ページの老人福祉費の中の老人クラブの運営に要する経費の中の老人クラ

ブ運営補助金ということで計上されておりますけれども、まず内訳について伺います。

〇委員長 辻 勲君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 岡 康裕君 老人クラブ運営に要する経費の老人クラブ運営費補助金に

ついてでございますが、老人クラブにつきましては市内のおおむね６０歳以上の方で構成

されまして、健康づくりのための活動や地域貢献活動、趣味やレクリエーションなどが行

われまして、楽しみながら仲間づくりや生きがいづくりにつながっているところでござい

ます。内訳といたしましては、均等割と会員割で算出しております。均等割につきまして

は月２，７００円、これは１５クラブ令和５年度ございまして、これに１２か月で４８万

６，０００円でございます。令和４年度比で１クラブ減少しているところでございます。

会員割につきましては１人３４２円、会員割につきましては４２５人おりまして３４２円

で１４万５，３５０円、前年比で５８人減少しているところでございます。均等割の４８

万６，０００円を加えますと６３万１，３５０円という決算となっているところでござい

ます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 内容として均等割等、全体的に１クラブなり減少傾向にあるということ

ですけれども、昨年度というか、令和５年度について市からの支援としてはどのようなこ

とを行われましたか。

〇委員長 辻 勲君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 岡 康裕君 金額的な支援のほかの支援といたしましては、高齢者軽ス

ポーツフェスティバルの開催、これは実行委員会形式なのですが、全てに参加される老人

クラブの代表者の方が、代表者といいますか、選出された方が委員になっておりまして、

この高齢者の軽スポーツフェスティバルの開催を通じまして高齢者の健康支援につながっ

ているかと思います。また、減少傾向にございますので、連合会とお話をしまして広報す

ながわに老人クラブの新規会員募集の記事のお知らせを掲載させていただいたところでご

ざいます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいま減少傾向にあるというようなことを伝えていただきましたけれ

ども、その傾向として減少傾向にあるということが言えるということは分かったのですけ

れども、その中でもどういったことが言えるのか、５年度を振り返ってどうだったのか伺

います。

〇委員長 辻 勲君 介護福祉課長。
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〇介護福祉課長 岡 康裕君 傾向といたしまして減少傾向は、全国、全道様々あるので

すけれども、やはり減少傾向にあるという形でございます。要因と考えられますのは、趣

味の多様化、個人化と申しますか、またお車も所有されている方が多くて、老人クラブ単

位でどこかに行って泊まるということもなかなか少なくなってきたのかなと思います。ま

た、さらに経済的な状況で６０歳を過ぎても働かなければいけないような状況もあるので

はないかと考えまして、このようなクラブの会員の減少は全道、全国的なものとなってお

りますので、今連合会の事務局は砂川市社会福祉協議会にございますので、連合会役員や

社協とも連携しながら、ご意見を伺いながら今後とも支援をしてまいりたいと考えている

ところでございます。

〇委員長 辻 勲君 他に発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、１８９ページ、第２項児童福祉費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、児童福祉費について質問したいと思います。

まず、１９２ページの子ども医療費無料化に要する経費でございます。令和５年度８月

から子ども医療費の助成事業が拡充されたわけですけれども、まずは令和５年度は小学生

以下の医療費が無料化されたことだと思うわけなのですけれども、これに該当された対象

者はどれぐらい、何人ぐらいだったのでしょうか、伺います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 令和５年８月から乳幼児医療、子ども医療費の助成事業を

拡充させていただいた。その段階ではまず小学生以下の方の医療費が無料化ということで

ありますが、令和５年８月時点の数字ではありますが、所得制限によりまして助成対象外

から新規助成対象になった方というのが未就学児３名、小学生１３名の合計１６名であり

ました。また、課税世帯の小学生で１割負担から自己負担なしとなった方は４２１名いた

というところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまのお話によりますと、新たにということになれば少ないけれど

も、そもそも１割負担でしたので、１割負担の方が４００人強いるということが分かりま

した。今答弁があったように、新規助成対象となった方、１割負担から自己負担なしとな

った方について、私も話させていただきましたけれども、医療費助成への影響額について

伺います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 令和５年８月から拡充の対象になったこの部分についてと

いうことで申し上げますと、こちらの影響額は約２３０万円であったと積算をしていると

ころでございます。
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〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 この年度につきましては小学生までということで、金額的にも２３０万

円ということが分かりました。本当にこの機会に踏み切ってよかったことだなと実感して

いるわけですけれども、続きまして１９４ページの子ども通園センターの運営管理に要す

る経費というところで伺いたいと思うのですけれども、その中の健康診断委託料というと

ころが昨年、令和４年度は３万円ぐらいだったかと思うのですけれども、今年度は９万円

ぐらいということで金額が結構差があるのかなと思うわけなのですけれども、増加の理由

について伺います。

〇委員長 辻 勲君 子ども通園センター所長。

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 子ども通園センターで予算執行しております

健康診断委託料につきましては、会計年度任用職員として勤務している指導員等の健康診

断に要する費用でありまして、ほかの部署の会計年度任用職員に係る健診委託料は総務課

で予算措置しているケースがありますが、当センターは２市４町で運営しており、その費

用全体が分かりやすく集約されるよう、会計年度任用職員の健診委託料についても当該費

目で予算措置しているところであります。

令和４年度に比べて５年度の委託料が増加した要因につきましては、健康診断を受けた

職員数は両年度とも６名でしたが、法改正に伴い健康保険の加入先が協会けんぽから共済

保険へ変更になったため、４０歳以上の５名については健康診断のメニューのエコー検査

や眼底検査などが増えたことによりまして単価も約１万円増額となったことから、支出額

が増えたものであります。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまのお話によると人数的には変わらなかったということと、２市

４町でというところと、あと内容が変わった、４０歳以上であったというようなことで１

人当たり１万円ぐらい増になったということが分かりました。

続きまして、その下の備品購入費についてでありますけれども、まず内訳について伺い

ます。

〇委員長 辻 勲君 子ども通園センター所長。

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 備品の内訳につきましては、当センターの指

導員等が通所児童の療育時間内に使用するタブレット４台などを新規に購入したものであ

ります。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまお話がありましたタブレット４台ということでありますけれど

も、そのタブレットはどのように活用したのでしょうか、伺います。

〇委員長 辻 勲君 子ども通園センター所長。

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 療育用タブレットとしまして主に療育指導の
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教材の一つとして使用するものであり、動画や音声を扱うことができるため、言葉や文字

で伝えるよりも内容を理解しやすく、集中しながら積極的に机上課題に取り組む効果が発

揮されているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 今現在小さいお子様から小学生まで、本当にタブレット、携帯等を幼い

頃から触ったりする機会が多くなっている年代だと思います。そういったところで集中力

もふだんから使っているというようなことで上がるのかなとは思うわけなのですけれども、

その下のその他の経費の内訳、主にどのようなものなのかについて伺います。

〇委員長 辻 勲君 子ども通園センター所長。

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 その他の経費の主な内訳としましては、費用

弁償、普通旅費、消耗品費、通信運搬費、手数料、会議出席負担金等がありますが、経費

は主に費用弁償の旅費が１２万円、通勤手当が約２４万円、消耗品費が約１３万円、通信

運搬費が約２０万円となっているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいま内訳について伺いました。その中で旅費と消耗品費のさらに細

かい内訳について伺います。

〇委員長 辻 勲君 子ども通園センター所長。

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 旅費と消耗品費の内訳についてですけれども、

旅費の内訳につきましては主に利用児童の病院受診の同行や保育所、保育園、幼稚園等の

関係機関との情報交流やカンファレンスの参加、保護者との学校訪問、研修旅費などとな

っております。空知管外では札幌市へ病院の受診同行で１０件、研修の受講で２件、旭川

へは病院の受診同行で８件、その他当市や近隣市町の関係機関の訪問となっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまのお話によると旭川や札幌に病院同行したというようなお話が

ありましたけれども、この病院同行というのはけがをしたから同行とか、そういうことで

はないというような判断でよかったのでしょうか、伺います。

〇委員長 辻 勲君 子ども通園センター所長。

〇子ども通園センター所長 東海林義孝君 病院受診の同行の内容ということですけれど

も、事故などの緊急の場合には職員が同行して病院に受診するということも想定されます

が、通常の新規や定期的な病院の受診同行でありまして、児童が病院の診察や検査を受け

て保護者と指導員が一緒に担当の医師の所見を聞き、ご家庭や当センターでのお子さんの

様子について情報交流をしたり保護者の心配事やこれからの支援の方法などについて医師

から助言をいただくなどして今後の当センターでの療育支援に生かすようにしているとこ

ろです。

すみません、あともう一つ、先ほど消耗品の内訳を伝えていなかったのですけれども、
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消耗品の内訳としましては主に事務用品、コピー用紙やプリンターのトナーやインクカー

トリッジなどのほか、あと療育用品としまして画用紙等の紙類、マジック、絵の具などを

購入しているものでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 やはり直接病院に伺って医師の判断も直接聞くということになりますと

人伝えでないので、支援にすぐにつなげることができる手段ではないかと思いますので、

これからも取り組んでいっていただきたいと思います。

続きまして、子育て支援費、１９６ページになりますけれども、子育て支援センターに

要する経費ということでありますけれども、令和４年度は６００万近く保育士費用が計上

されていたのですけれども、令和５年度は２００万程度ということで２８０万ぐらい減額

となっていたのですけれども、その要因についてまず伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 子育て支援課長。

〇子育て支援課長 作田哲也君 減額の要因についてでございますけれども、令和４年度

と比較した場合、職員の配置数の減によるものであり、４年度につきましては所長である

正職員の保育士１名のほか、１日当たり７．５時間常勤勤務の会計年度職員の保育士を１

名、補助保育士を１名とファミリーサポートセンター事業を担当する補助保育士１名によ

る計４名体制で運用していましたが、４年度末で常勤勤務の会計年度職員の保育士が退職

されたことから、５年度は所長として勤務していた正職員を主任保育士として正職員であ

る再任用で引き続き配置したところであり、所長業務につきましては子育て支援係の係長

が兼務することとし、保育士については４年度の４名から５年度３名体制として運用した

ところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 お話の中にありましたように兼務されたり、結果的に言うと１名減って

いるということになりますけれども、４名から３名に減ったことによってセンターとして

の十分なサービス提供が図られたのかについて伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 子育て支援課長。

〇子育て支援課長 作田哲也君 令和４年度におきましては新型コロナ感染症対策に伴う

一部事業の休止などが続いていましたが、令和５年度は感染症の位置づけとして５類とな

ったことから、少しずつ事業を再開したところであり、利用者につきましても増えてきて

いる状況の中で一部事業の精査なども行い、また当センターにおける予算措置など事務的

な業務については子育て支援係長が所長を兼務したことで事務職が担う体制とし、親子の

触れ合いや親同士、子供同士の交流の場の提供、子育て相談の対応など、当センターが担

う子育て支援サービスについては継続的に実施できたところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまのお話の中にもありましたように、所長は係長が兼務というよ
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うなお話がありました。ということは、係長は市役所にいて業務を行うのではないかと思

うわけなのですけれども、そういったところで所長が不在のときなどに急なトラブル等が

あった場合、やはり現場に責任者がいないというのは問題ではなかったのかについて伺い

たいと思います。

〇委員長 辻 勲君 子育て支援課長。

〇子育て支援課長 作田哲也君 先ほどの答弁でも申し上げましたが、令和５年度は当セ

ンターの体制として施設内では３名の保育士が勤務しており、そのうち１名については所

長として勤務していた正職員を引き続き正職員である再任用で配置しているところであり、

事業の実施や施設の運営に当たっては再任用職員を中心に進めているところであります。

当センターの事業実施に当たっては、日頃から密に報告、連絡、相談を行っており、急な

トラブル等があった場合の対応についても所長と連絡を取り合いながら適切な対応に努め

ているところであり、昨年度においても円滑に各種事業を実施してきたところでございま

す。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 お話によりますと以前まで所長をされていた方が現場にいらっしゃった

ということで分かったのですけれども、所長は係長だったというところで、どれぐらいの

頻度で子育て支援センターに所長が出向いて通常の様子等を把握していたのかについて伺

います。

〇委員長 辻 勲君 子育て支援課長。

〇子育て支援課長 作田哲也君 当センターの状況把握ということですが、さくら保育園

も併設されていることから、月に複数回は所長のみならず課全体として職員が出向き、状

況は把握させていただいたところでございます。当センター事業の運営状況については、

正職員である再任用職員が週に三、四回程度連絡用務として市役所に来る際に所長への日

常的な状況報告、事業、行事等の確認など常に打合せを行い、把握していたところでござ

います。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２０３ページ、第３項生活保護費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２０５ページ、第４項災害救助費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２０７ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、保健衛生費の中の２１４ページ、母子保健費の乳幼児健診に

要する経費というところでございますけれども、補正予算で３歳児健診の視覚検査の機器
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を購入されたかと思うのですけれども、これはこの備品購入費に当たるのでしょうか、ま

ず伺います。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 こちらの備品購入費は、３歳児健診時における視

覚検査機器となっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 そういったところで３歳児健診のときに視覚検査を備品を購入して受け

ることができたということになりますけれども、検査を受けて再検査になった割合につい

て伺います。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 検査後、再検査、要精密検査になった割合は約２

０％となっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 全体の２０％の方が、この検査機器を購入して検査を受けたところ２０

％の方が再検査になったということが分かりました。この中で再検査を受けるわけですけ

れども、その後どういった治療になったのかとか、そういったことについて市としては把

握はしているのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 要精密検査になった方には受診票をお渡ししまし

て専門の眼科で受診していただくという流れになっていまして、受診後におきましてはそ

の医療機関から市に結果が届きますので、市でその結果を把握しているという状況でござ

います。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ちなみに、その結果はどれぐらいの割合だったのでしょうか。この２０

％の中のどれぐらいの方が今後も治療が必要というのが分かったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 先ほどの２０％の方のうち、約３０％の方が要治

療ということになっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 備品購入で視覚検査の機械が購入され、そのことによって、やはりなる

べく小さいうちから治療はすべきだとなっておりますし、本当に大きくなってから分かる

ことも多いので、３歳児健診で結果治療することになったという点で、砂川市民の方の小

さいお子さんが早期に治療できることになって本当によかったなと思います。

以上です。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。
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〇沢田広志委員 私も３目母子保健費の２１４ページの関係からお伺いしたいと思います。

まず、陣痛タクシーに要する経費ということで５，９８２円ということでありましたが、

事務報告書を見させていただくと令和５年度においては登録者が２９人で実質利用された

方は１人だったということだったのですが、この辺このような形になった要因を含めて聞

かせていただきたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 陣痛タクシーの実績が昨年よりも落ちているとい

うようなことかと思いますけれども、出生数が減ったということもございましょうし、利

用者が１名というのは、これは陣痛が始まった際に病院に送ってくれる家族の方等がいな

いときの安心のために登録していただいているというような制度になっていますので、そ

ういう状況にはならなかったというようなことで今年度は１名のご利用になったかと思っ

ております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 中身的には分かりました。ただ、陣痛タクシー、これが始まって以来、

登録者数もどちらかというとここ数年の中では最も少なくて、なおかつ利用者数において

も１人しかいないといったところは、基本的には利用したいという方が利用されたという

ことは私も十分承知しておりますが、この辺もう少し利用してもらうための方策も含めて

やはりちょっと足りなかった部分があったのではないかと私はこれを通しながら推察する

のですけれども、令和５年度においてこういった部分、要因は聞きましたけれども、さら

にこの辺はもっと問題があったのではないかを含めながら、あったのであれば聞かせてい

ただきたいと思うのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 この制度の周知につきましては、妊娠届出時の際

であったり中期面接の際であったり、保健師からもこういう制度があるということで周知

をしておりますので、結果的にご利用する状況にならなかったとは捉えております。周知

自体は、引き続きそういう機会にしていきたいとは思っております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 周知はこれからも含めてしっかりとやっていただきたいと思うのですが、

ただ私は１つ懸念する部分がありまして、陣痛タクシーを利用される方、実質１名の方が

利用されましたけれども、それは時間帯によって場合によったら送り迎えをしてもらえる

方がいないから陣痛タクシーを利用したということは先ほど答弁いただきましたけれども、

利用する時間帯も含めてしっかりとした対応がなければいけないのではないかといったと

ころの要因として、中身的に要は陣痛タクシーをタクシーとしてする事業者があるわけな

のですけれども、事業者自体の運転手不足によりタクシーが減ってきている、減少してい

るといったこと、いろいろ含めていろいろな影響があった中で基本的には利用者数も令和
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５年度においては２９人の登録で、多いときには令和２年度に４９人も登録者がいたとい

ったことがあったもので、その辺の影響というのはなかったのかどうか、この辺聞かせて

いただきたいと思うのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 登録者数につきましては、妊娠の数にもよると思

いますけれども、タクシーの事業者の方が少なくなっているということは利用者の方自体

は把握はそんなにしていないと思いますので、利用したい方についてはあらかじめ登録し

ておいてくださいということの周知をしておりますので、その辺の影響はなかったかと思

います。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 分かりました。これは令和５年度の決算ですから、これに基づいてもう

既に令和６年度動いておりますので、次の年度に向けてしっかりとした対応を含めて、せ

っかくできた、平成２７年から始まって平成３０年から全額補助といった部分になってい

ますので、その辺しっかりとやっていただくことをお願いしたいなと思っています。

同じページのところで令和５年度で新規事業ということで二重丸がついておりますけれ

ども、産後ケア事業に要する経費ということで３，４３２円、これはその他の経費の部分

の金額であるということで、これも事務報告書を見ると令和５年度においては新規事業で

あったのだけれども、利用者がいらっしゃらなかったといったことであったのですけれど

も、この辺は要因も含めてどのように受け止めているのか、これを聞かせていただきたい

と思います。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 産後ケアの利用実績がゼロ件であったということ

ですけれども、こちらにつきましても必要な方が利用していただくということで制度をつ

くっております。５年度に関しましては、結果的に利用される状況にはなかったというこ

とでございますけれども、６年度につきましては今実際に申請も来ておりますので、５年

度につきましては利用される機会がなかったと捉えております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 答弁を推察すると、これは新規事業であったという部分を含めながら、

周知の部分もまだまだこれからの部分があったのかなと思っています。ただ、産後ケア事

業、これは国の新規事業でもありますので、宿泊型Ａとか宿泊型Ｂ、また通所型といった

ことでありますので、令和６年度においては利用者の関係も話がありましたので、この辺

もせっかく、せっかくというか、必要とされる方にはしっかりと使えるような形でやって

いただきたいなということを話して、この件については終わりたいと思います。

それで、先ほど乳幼児健診の関係があったのですけれども、事務報告書の集団健診のと

ころを見ていても計画時間よりも実施された時間がかなり多い中で、乳幼児健診のところ、
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集団健診自体が乳幼児の関係と成人とその他とか含めてあるのですけれども、特に乳幼児

健診のところが計画時間よりも大幅に多くなってきているのかなと思っているのですが、

これは恐らく年度途中でのいろいろなこともあったかと思うのですけれども、この辺の要

因を聞かせていただきたいと思うのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 乳幼児健診における時間が増えたということです

けれども、こちらは先ほども出ました視覚検査機器、健診時に機器によって検査するわけ

ですけれども、その対応を保健師がしておりますので、その時間が増えたというようなこ

とになっております。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 乳幼児健診は幅広くありますので、特に視覚検査の関係を含めて要因で

はないかという答弁で、砂川市は保健活動の令和５年度の業務報告もありますので、これ

にはもう既に載っておりますけれども、乳幼児健診は計画では２８８時間、実績では３２

４．５時間といったことで増えていると、そういったちょっと増えている部分はこの辺り

が多いということで受け止めておいていいということでよろしいですね。

乳幼児健診、特に母子保健のところが結構ウエイトが大きいのかなと思うので、それだ

け健診が多いということはそれの準備だとか終わった後の事後の部分、事務報告書で、ち

ょっとずれると委員長から止められるかもしれませんけれども、全体の集団健診での計画

時間と実施時間の中で大幅に多いのだけれども、その中で最も占めているのが、半分を恐

らく占めているのが準備と事後の時間が多くなってしまっている。乳幼児健診の関係も恐

らく、小さな子供たちなので事前の準備とか終わった後のことというのはかなりの時間を

要しているのではないかなと私は推察するのですけれども、この辺はどういう形になって

いるのか、もし分かっているのだったら聞かせていただきたいと思うのですけれども。

〇委員長 辻 勲君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 委員おっしゃるとおり、準備の時間も含めてかな

りの時間を要しているということでございます。

〇委員長 辻 勲君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 そういう要因でありますけれども、今まさに働き方改革といったことに

なってきていますので、この辺は令和５年度の実績を踏まえながら、もう今年度は動いて

いますけれども、次の年度も含めながらしっかりとやっていただきたいなということをお

話をして終わりたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２１９ページ、第２項清掃費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。
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〇高田浩子委員 それでは、清掃費の中のごみ処理費、２２０ページです。その中でごみ

収集処理に要する経費の中で浸出水処理施設長寿命化工事というのがありますけれども、

この工事はどのような内容で行われたのかについて伺います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 こちらの工事の内容という部分でありますけれども、施設

建設から約３０年経過しているというところであります。浸出水の処理施設につきまして

は、やはり経年によりまして内部の腐食などが始まっていることも想定されるというとこ

ろで、劣化による漏水等を予防するため、防食塗装による補強延命化を実施したというと

ころでございます。これで実施した具体的なものといたしましては、浸出水が流れる沈殿

槽、それから加温槽、回転円板水路等への防食補強塗装を行ったこと、また注入ポンプや

電磁弁などの薬剤注入設備の更新を行ったこと、また加温槽攪拌機の更新を行ったことが

主なものとなっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまのお話ですと経年劣化、腐食、漏水等で行われたということで

すけれども、補強延命化ということで長寿命化の工事となっておりますけれども、このた

び行ったことによって次の交換について、長寿命化について工事を行っていたわけですけ

れども、どれぐらいの期間は大丈夫というのを想定しているのかについて伺います。

〇委員長 辻 勲君 市民生活課長。

〇市民生活課長 伊藤修一君 こちらは、今回更新したり対応した施設についてですが、

１５年程度は使える形ということを想定して対応しております。途中、１５年もかなりの

長期間ですので、機器の更新と修繕等も必要になることはあり得るかとは思いますが、１

５年程度を想定したものとなっております。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２２３ページ、第５款労働費、労働諸費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２２５ページ、第６款農林費、第１項農業費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、農業費の中の２２８ページの農業振興費の中の鳥獣被害対策

に要する経費というところで計上されております。鳥獣被害対策実施隊員報酬というとこ

ろで計上されておりますけれども、まずその内訳について伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 農政課長。

〇農政課長 上山哲広君 鳥獣被害対策実施隊員の報酬の内訳でありますが、１日の出動

または会議の出席の場合は基本報酬として１日４，８００円、ヒグマの出没の際の見回り

や箱わな設置時の見回りなどのときに出動した場合は出動加算分として１日３，７００円、
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合わせて１日８，５００円を支給しております。令和５年度の報酬額の実績といたしまし

ては、熊に関する出動は９２回、１日の報酬は８，５００円といたしまして７８万２，０

００円を支給しております。また、鹿の出動は２回、会議の出席は５回でありまして、１

日の報酬は４，８００円、回数を掛けまして３万３，６００円を支出しており、合計８１

万５，６００円を支出したところであります。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいま令和５年度というところで、熊の出没も結構多い年でありまし

た。近隣の市町村でもヒグマ等の出勤についていろいろ問題とされておりますので、今後

も見極めて増額についても取り組んでいってほしいと思います。

続いて、その下に備品購入費とあるのですけれども、この備品購入費の内訳、詳細につ

いて伺います。

〇委員長 辻 勲君 農政課長。

〇農政課長 上山哲広君 備品購入費の内訳でありますが、熊の嫌う音を出す忌避装置用

のバッテリーを２８台購入しておりまして合計で６０万６００円、ヒグマ監視用としてト

レイルカメラ４台を購入しておりまして、その金額が４０万円、合わせて合計９０万６０

０円となっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまのお話の中でバッテリーを購入したというお話がありましたけ

れども、このバッテリーの交換の頻度についてはどれぐらいなのでしょうか、伺います。

〇委員長 辻 勲君 農政課長。

〇農政課長 上山哲広君 バッテリーに関しましては、１台のバッテリーは４日に１度充

電をしておりますが、５月の下旬から１１月の上旬ぐらいまで忌避装置を設置しておりま

すので、バッテリーの消耗が激しく、１回のバッテリーで交換するとしたら３年以内で交

換をすることになっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 充電したりしながら３年ということが分かりました。

続いて、その下にその他の経費ということで計上されているわけですけれども、内訳に

ついて伺います。

〇委員長 辻 勲君 農政課長。

〇農政課長 上山哲広君 その他の経費の内訳でありますが、消耗品費、熊よけベアスプ

レーや追い払いの煙火などを購入し、１１万８，６４０円、燃料費はガソリン代で２４万

４，７５７円、通信運搬費はヒグマ捕獲用の箱わなを運搬する費用となっておりまして５

万５，０００円、保険料はドローンの動産総合保険などに加入をしておりますので、その

金額が２４万５，９２０円、手数料といたしましては煙火講習会を受講する受講料となっ

ておりまして１万７，４００円、使用料といたしましては動物を焼却する火葬場使用料１
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０２万７，６１０円となっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 答えていただきました。その中で通信運搬費というのがあるわけですけ

れども、この年は捕獲した熊を旭川にというようなことがあったときではないかと思うわ

けなのですけれども、その費用もこの中に含まれているのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 農政課長。

〇農政課長 上山哲広君 旭川に運搬した熊に関しての費用はこの中には含まれてはおり

ません。この中はあくまでも市内で箱わなを設置するために民間業者に支払うための運搬

費用となっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ということになりますと旭川に移動したときの費用はどこに計上されて

いるのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 農政課長。

〇農政課長 上山哲広君 旭川に運搬したときは職員が公用車で運搬をいたしました。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ということは計上されていないということなのですね。

その後に火葬場の使用料というところで、ただいまお話がありましたけれども、これの

内訳について伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 農政課長。

〇農政課長 上山哲広君 火葬場の使用料でありますが、こちらは動物、アライグマ、キ

ツネ、ヒグマなどを焼却するための使用料となっておりまして、使用料は１頭ずつであり

ますが、重さによって単価が異なります。５キロ未満は４，９１０円、５キロから１０キ

ロ未満は６，１４０円、１０キロ以上は８，５９０円となっており、令和５年度の実績と

いたしましては５キロ未満が９２頭で４５万１，７２０円、５キロから１０キロ未満が８

４頭で５１万５，７６０円、１０キロ以上が７頭で６万１３０円となっており、合計で１

０２万７，６１０円となっております。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次の質疑は午後からにします。

午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 ０時５５分

〇委員長 辻 勲君 それでは、委員会を再開いたします。

次に、２３１ページ、第２項林業費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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次に、２３５ページ、第７款商工費、第１項商工費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２４３ページ、第８款土木費、第１項土木管理費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２４５ページ、第２項道路橋梁費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２５１ページ、第３項河川費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２５３ページ、第４項都市計画費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２５９ページ、第５項住宅費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、住宅費について質問したいと思います。

２６２ページの改良住宅の管理に要する経費の中で宮川中央団地雪害対策業務委託料と

いうことで計上されておりますけれども、雪害対策について委託して行ったことによって

どのような成果があったのかについて伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 宮川中央団地雪害対策の委託料について、どのような効果

があったかということでご説明いたします。

まず、この対策についてなのですが、降雪時において長年住棟の南側の屋根から滑り落

ちた雪が直接ベランダ手すりに当たり破壊したり、堆積した雪にバウンドし、ベランダの

内側に入ってきて窓ガラスを塞いだり、最悪窓ガラスの破損により大量の雪が部屋の中に

入ってくるケースもあったため、ベランダ手すりにコンパネを取り付け、直接雪が手すり

に当たるのを防いだり手すりの内側に雪が入ってこないよう、全棟１階に設置したもので

あります。その効果としましては、手すりを設置する前については手すりの破壊等、最悪

窓ガラスを割って雪が流入するというのは毎年数件見られたのですが、令和５年度の降雪

時についてはそういう苦情等はなくて、窓ガラスを割ったとか大きな手すりの破損等もな

かったところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 つけることよってよい効果があったのかなと思うわけなのですけれども、

外から見たところによると窓全体が覆われてしまって真っ暗というような感じのところが

外から見た分にはあるわけなのですけれども、そういったところでの日々の生活における

困り事というか、そういうことでは苦情というか、なかったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 正直な話、積雪前については取付け時に部屋が暗くなるの
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ではないかという不安の相談というのは数件ありましたが、装着後、積雪時についてはそ

の後暗くなったとかいう、そういう苦情等の部分についてはなかったため、目立ったベラ

ンダの手すりの破損や窓ガラスの破壊、雪の流入がなかったため、今後ともご理解いただ

けると考えております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 つける前はちょっと不安だったけれども、つけたことによってそういっ

た危険がなくなったということでよかったのかなと思うわけなのですけれども、その年に

よって雪の降り方というのは毎年違うかと思うのですけれども、この年というか、取り付

ける日にちとか取り外す日にちとか、そういったものは、今回初めてというか、行った上

で決めてあるものなのでしょうか、その点について。

〇委員長 辻 勲君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 取付け日時というのはある程度は決まっているものなので

すが、できる限り入居者の方に負担をかけないということになりますので、雪の状況にも

よりますが、できる限りつけるときは遅く、外すときはなるべく早くという形で配慮して

いきたいとは考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 ２６４ページ、住み替え支援事業に要する経費のうち移住促進補助金と

医療・介護従事者移住定住促進補助金の関係で伺いたいのですけれども、事務報告書を見

ますと件数は出ているのですけれども、具体的内容についてもう少し伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 移住促進補助金に関してなのですが、件数につきましては

令和５年度２４件の実績がありました。これで内訳についてなのですが、空知圏域につい

ては１９件、具体的には滝川１１件、歌志内２件、奈井江２件、上砂川２件、深川１件、

芦別１件、道内で区別すると道内４件、札幌２件、旭川２件、道外１件ということで東京

から１件という形で転入がございました。

医療、介護もご説明いたしたいと思います。医療、介護の補助金につきましては、トー

タルで１１件ございました。内訳としましては、医療７件、介護４件。医療の新築物件の

建設については２件、市外からが１件、旭川から１件、市内が１件の方になります。介護

は新築が２件、市外は滝川が１件と市内が１件。中古の取得につきましては、医療は５件、

滝川が２件、市内が３件、介護が中古の場合は２件、市内２件となっております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 事務報告書を見ていきますと４年、５年と増えてきているのですけれど

も、増えている傾向にあるのかなと思うのですが、砂川近辺はライバルの多い地域かなと

思うのですけれども、その中でも増やしてきたというのは何か要因があるのか、その辺を

伺いたいなと思います。
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〇委員長 辻 勲君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 移住促進補助金や医療、介護補助金に限らず、ハートフル

住まいる補助金と住み替え支援事業補助金という形でトータルで補助金を充実させてきた

ということもありまして、宣伝もしておりますこともありますので、その効果が一定数出

てきているということで考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 宣伝も大事かなとは思うのですけれども、やはり来る方の動機も重要か

なと思うのですけれども、あえて砂川に来ていただいた。宣伝以外の効果で何か把握して

いるものがあれば伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 先ほど移住促進補助金についてもご説明させていただいた

のですが、空知圏域１９件ということで、ほぼ２４件のうち１９件が近隣からの転入とい

うことなので、職場は替えられないということと家を建てたいという形になったときに砂

川が適当な土地がある、補助金も充実しているということで、あと住宅の部分の補助金以

外もいろいろ子育ての部分の補助金についても充実しているという部分も総合的に勘案し

た中で選んでいただいているという形でうちでは考えております。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 他の自治体に比べてどういうメリットがあるのかというのは、やはり分

析していくのは重要かなと思いますし、それを次年度の事業にもつなげていくのが重要か

と思うのです。この辺既存の傾向を分析した上で、さらにこの辺のアピールのポイント、

宣伝のポイントを改善していくと、この辺の考えというのは今のところあるのかどうか伺

いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 建築住宅課長。

〇建築住宅課長 中山智宏君 すみません、今新築で転入してきた方だとかについてはア

ンケートを随時取っているのですが、今集計の資料は手元にないのでお答えはできないで

すが、アンケートを取って随時そういう分析とかはしておりますので、その部分について

今後の住宅施策には反映させていきたいとは考えております。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２６５ページ、第９款消防費、第１項消防費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２６９ページ、第１０款教育費、第１項教育総務費について質疑ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 砂川高校の関係でお伺いをします。

２７２ページです。まず、予算と決算の関係で、決算の段階でいろいろ補助メニューが
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あるのですけれども、令和５年度の流れ方はどんな状況だったのか。大分使われていない。

せっかくこちらでメニューはあるのですけれども、使われていないのが結構多いのです。

令和５年度をもってして砂川高校の支援がうまくいったかどうかという質問をしたいと思

います。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 砂川高校の支援に関するご質問ということなのですけれども、

使われていないというか、基本的にはサテライト授業から始まりまして大学入学の奨学金

ということになりますが、令和５年度につきましては大学の入学奨学金の補助金がちょっ

と少なかったという部分が今回大きな要因の一つになってございます。また、検定料だと

か模擬試験については、特に検定料については、執行額というか、もともと組んでいた予

算よりもたくさん受けていらっしゃるというような状況もあります。将来的に生徒がどう

いった職業、どういった方向に進んでいくかということにつながっていく部分だと思いま

すので、令和５年度の状況を見ますと模擬試験が少ないという部分は将来の方向性がまだ

定まっていなかったという部分も少し見受けられたのかなという部分が読み取られるよう

な部分ではありました。また、部活動については、全国大会の出場が令和４年度よりも少

なかったという部分で金額はちょっと落ち込んではおりますが、全体的に見ますと金額面

については落ちてはございますが、内容としては市として考えているような部分の補助金

の使い方についてはおおむね使っていっている部分は大きいのかなとは考えてございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今課長から答弁があったのですけれども、私はそういうふうには捉えら

れないなと今思っていて、この決算を見て。予算では７５０万ほどなのですけれども、決

算はここにあるとおりで４５０万で、ほぼ半分ぐらいしか使われていないなということに

なるのです。先ほどのお話で例えば大学入学の奨学補助金というのがありますけれども、

決算は１０万なのです。予算は１３０万なのです。ちょっと使われていないなぐらいな話

ではなくて、多分これは国公立だと３０万だったか、私立の場合は１０万円ということで

す。あと、例えば使われていないものの中で大学見学補助金だとか、あるいは介護職員の

初任者研修補助金、これはそれぞれゼロなのです。もっとどうしてと思うのが生徒募集用

の広告印刷費、これを１９万ほど市としては予算組んでいるのですけれども、決算ここに

はないのですけれども、ゼロなのです。本当にやる気があるのかなと実は思っている話な

のですけれども、せっかく市が補助金を出していながら生徒募集用の広告すらも砂川高校

は打てていないとすれば、これはこちらもしっかり考えないと駄目かなという結果だと思

うのですけれども、傾向としてやはり上に向かって大学という流れがこの年度に限っての

ことなのか、今後もこうなのかというのはあるのですけれども、どうも補助金の出し方が

今回令和５年だけを取ってみると方向性が違ってきているのではないかなと思うのですけ

れども、その辺のところはどんなふうに考えているでしょう。
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〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 高校支援の方向性というご質問でございますが、今委員おっし

ゃられたとおり、生徒募集の広告費については予算計上はされていましたけれども、近年

砂川高校で自前で作って、よりよいものを北空知の管内とかに配布するというような状況

がありまして今回補助金は使われていなかったというような部分がございます。

また、５年度に限っては実は卒業者が若干例年よりも少ないような状況がございました。

なので、補助金の利用の部分も少ないと、全体的にはそういう形にはなってございますが、

先ほどもちょっと申し上げましたとおり、将来に自分がどの方向に向かっていくのかとい

う部分で令和５年度については大学進学という部分については少なかったという部分と、

それから大学見学についても補助金がありましたけれども、進学になかなか行かないで就

職に向かっていったというような状況がございましたが、今後については就職も含め、大

学進学も含めて砂高と進学についても進めるような方向性で今後は協議を進めてまいりた

いとは考えてございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 例えば予備校集中講座受講補助金、これは８５万予算があるのだけれど

も、やはりこれもゼロだったのです。砂川高校に聞いてみても、それから進路の方向性を

見てみても本当に就職が多いのだろうと思うのです。就職が多いという割には進学の方向

性で今補助金を出していっているという、これがどうもミスマッチをしてき始めているの

ではないかなと思っているのです。では、就職でどういう補助金がといったら、まずはほ

とんどないですよね、今。一つだけあるとすれば介護職員の初任者研修なのですけれども、

こちらは４０万ほどの予算に対してゼロなのですよ、これも。結局補助金を出しているの

だけれども、全く使われていないという項目が４種類ぐらいあって、ゼロというのは幾ら

何でも寂しいなと思うのです。それから、本当にこの決算の結果を見て今の出し方が合っ

ているのかどうなのかということを検証する必要があるだろうと思うのです。いつもこう

いう質問をすると高校とは十分話し合っていますからというお答えがどこかで必ず出てく

るのですけれども、本当に話し合っていたらこういう傾向というのはあまり出てこないだ

ろうなとは思っていて、その辺のところも含めて、この決算の状況を見たときにこのまま

続けていってもいいかなと思われているのかどうか、ここは次長にお伺いをいたします。

〇委員長 辻 勲君 教育次長。

〇教育次長 東 正人君 砂川高校に対する支援ということでございます。先ほど課長が

言いましたとおり、令和５年度については生徒の数によって補助金が使われていないとい

う部分はあるかもしれませんが、これについては砂川高校とは随時どういう内容がいいの

かというのは確認していることでもございますので、今後来年度に向けてもどのような状

況が妥当なものなのかというはまた十分に検討して協議してまいりたいと考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 私と同じ答えですよね。砂川高校のどこの人たちと話をしているのです

か。令和５年で誰と話をされたのですか。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 砂川高校の校長先生及び教頭先生と前年度の利用はどれぐらい

使っているのかということと生徒の状況も確認しながら、特に校長先生からはこういう部

分についてはぜひお願いしたいと、先ほど就職面については模擬試験関係については就職

関係につながるものは多く含まれていますので、こういった部分についてはぜひお願いし

たいだとか、そういったお話は随時させていただいているところであります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 現職の先生の何人かと話をする機会があるのですけれども、どうも現場

と、もう言ってしまうしかないのですけれども、管理職との間でどこまで現実的な応援が

欲しいのかというのが少し違うように思われるのです。それはすごく残念なことであって、

同じ市の予算で応援をしようという気持ちが市ではあるのだけれども、うまくそれが有効

活用されていないとすればとても残念な結果だなと思うわけです。今までここまでゼロの

補助金というのがあったことは私あまり記憶にないのです。この令和５年度はかなりそう

いう意味では激しい違いだなとは思っているのですけれども、やはり市の大事な税金を使

っての補助金ですから、効率よく効果的にやってほしいなと思うので、そこら辺のところ

は本当にどうだったのだろうというのは、課長は動かれて今まできていると思うのですけ

れども、どう思いましたか。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 砂川高校の支援ということで、令和５年には、色が少し違いま

すけれども、国際交流事業など砂川高校を応援していくという部分については、市として

も全体的には今後間口だとか生徒数がどんどん少なくなっているという部分もありますの

で、応援していくという気持ちには変わりはないのですが、原課としては補助金関係につ

いては現状どういった形で使われていくのかというのは分析しながら、今後も効果的にで

きるような補助金を市から応援をしていきたいとは考えてございます。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２７３ページ、第２項小学校費について質疑ありませんか。

山下克己委員。

〇山下克己委員 ２７９、２８０ページ、学校運営協議会の運営に要する経費ですけれど

も、こちらは委員報酬、費用弁償だけの決算となっておりますが、学校運営協議会運営に

関するいろいろ話合いの場だと思うのですが、その話合いの結果として何か予算、決算に

関わるようなものがほかになかったのかお尋ねいたします。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。
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〇学務課長 早川浩司君 学校運営協議会の部分で予算に関わるものはなかったのかとい

うご質問でございます。学校運営協議会については、委員もおっしゃられたとおり、学校

運営に意見を反映しながら地域の人たちと一緒になって地域と共にある学校づくりという

ような状況になってございます。学校運営については、各学校運営協議会の中で承認はい

ただいています。意見は出てはございませんでした。ただ、学校支援ということで、例え

ば学習について補助をお手伝いしたいだとか、そういう意見はございました。ほかには学

校の評価ということも各学校で行っていまして、そういうアンケートに対して、学校運営

上は評価として高いのだけれども、先生たちに厳しい指摘だとか、そういうご意見も学校

評価の中ではあったのですけれども、それに対しても回答として、向き合っているので、

今後もそういうスタンスで続けていってほしいなどといった、そういったご意見はござい

ますが、運営に対してのご意見はなかったものですから、今回ほかの予算に係る分につい

ては計上というのはなかった形でございます。

〇委員長 辻 勲君 山下克己委員。

〇山下克己委員 学校運営協議会の中で、もしかしたら教員の任命に関わることですとか

学校の教育目標に関わることですとか、そういう意見とかが出てきた場合は恐らく予算に

いろいろ関わってくる部分もあるのかなと思いますので、今回はなかったということです

が、しっかり協議の場として生かしていっていただければと思います。

以上です。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２８１ページ、第３項中学校費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、中学校費について質問したいと思います。

まず、２８２ページのスクールバス運行管理に要する経費というところで計上されてお

ります。その中で運行管理委託料というところで計上されておりますけれども、スクール

バスは今年度初めて行ってみて、スタートして問題や改善点等、１年間行ってみていろい

ろあったかと思うのですけれども、どのように対応したのかについて伺います。

〇委員長 辻 勲君 学校再編課副審議監。

〇学校再編課副審議監 篠﨑 強君 スクールバスについて問題やトラブル、どう対応し

たかということでございます。令和５年度から本格的に運行を開始しまして、１年間大き

な事故はなく無事に運行することができたわけですが、実は定刻どおりに運行できなかっ

たということが３件ほどございまして、少し説明をさせていただきたいと思います。

まず、１件目ですが、Ｊアラートの配信によるものでありまして、具体的に申し上げま

すと、４月１３日、朝の７時５５分ですが、Ｊアラートが配信されまして、この時点では

スクールバス３台とも登校便の運行の最中だったわけですけれども、各スクールバスの対
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応ですが、１台は砂川中学校が近いからこのまま向かったほうがいいと考えてそのまま砂

川中学校へ向かった。もう一台は、すぐに停車して、Ｊアラートが解除されたというお知

らせが来た後に運行を再開した。もう一台は、しばらく停車して、大丈夫そうだなという

ことで運行を再開したと対応が分かれた事案があったわけですけれども、砂川市スクール

バス緊急対応マニュアルというものを定めておりまして、Ｊアラートが発令された場合は

運行を中断して避難行動を取るなどと書かれて、少し大まかに書かれていたわけですけれ

ども、これは少し考えなければなということで詳細に定めることとしまして、例えばすぐ

に安全な場所に停車することですとか、ドアを開けて待つこととか、あとはＪアラート解

除後に運行を再開することなどの要領を定めて砂川中学校と運行業者に周知を図ったとこ

ろでございます。

また、このほかにスクールバスが定刻より遅れて発車したということが２度ございまし

た。それぞれ大きな事故があったとかということではなく、運行業者の誤りによりまして

到着が遅れて発車も遅れてしまったものということで、運行業者には再発防止策を考えて

報告を求めているところでございます。

なお、スクールバスの都合で生徒が学校に遅れたとしてもそれは遅刻の扱いとしないと

いうことは砂川中学校と確認しておりますので、申し添えたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 というところで、今Ｊアラートの件のお話がありました。Ｊアラートに

ついては、マニュアル等で砂中に向かったり、解除、停車したりというようないろいろな

ことがあったみたいですけれども、ちなみにエリアメールというか、この間も別の一般質

問でも行ったのですが、エリアメールの場合はどのような対応になるのでしょうか。そう

いった取り決めの中でまた動くということが決まっているのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 学校再編課副審議監。

〇学校再編課副審議監 篠﨑 強君 先ほど申し上げました砂川市スクールバス緊急対応

マニュアルの中では特にエリアメールということは定めておりません。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 そういったところで、先日も少しお話をしたのですけれども、私もエリ

アメールを受けて、スクールバス、子供が走っている状態で私は保護者で受け取って、周

りの保護者もすごく不安に感じたというようなこともありました。というところで、Ｊア

ラートも含め、そういったメールに、とにかくまず早急に対策するという、今回もされた

みたいですけれども、早急に早め早めに見極めて対応することが大事、何事もなければよ

かったねということですけれども、何かあった場合、本当に子供たち、そして保護者の皆

さんがすごく不安に感じることでもありますので、私も保育士なのですけれども、保育園

の場合は多分大丈夫だろう、だろうで行動してはいけないのです。何かあるかもしれない、

そうかもしれない、かもしれないで行動することが非常に大切になっております。そうい
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ったところで、その都度状況を見極めて早急に対応していっていただきたいと思います。

それで、その次にその他の経費というところでありますけれども、その他の経費につい

ては内訳をまず伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 学校再編課副審議監。

〇学校再編課副審議監 篠﨑 強君 その他の経費についてです。その他の経費は、全て

スクールバスに係る自動車重量税でございます。スクールバスの場合１台当たり、車両の

重量ですとか経過年数で決まるわけですけれども、年間４万５，１００円ですので、３台

で合計１３万５，３００円を支出したところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 重量税ということで分かりました。

続いて、ＩＣＴについて伺いたいと思います。ＩＣＴについても、新しくというか、機

能がＩＣＴの中にたくさんあるかと思うのですけれども、今現在使っている機能について

伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 ＩＣＴシステムということで、コドモンということでございま

すが、コドモンにつきましては従来と違いまして、メール配信型ということではございま

せん。保護者と学校間での相互連絡が可能となっているシステムでございまして、保護者

からの欠席だとか遅刻の連絡はもとより、保護者への各種お知らせの配信、それからアン

ケート機能、学校行事などの出欠の確認も行えます。さらには、スクールバスの運行にお

ける位置情報、それから生徒の乗降状況などが機能として主に使われているところでござ

います。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 というところで、現在使っている機能についてお話をしていただきまし

た。その中で、スクールバスについても使われているというようなお話でした。移動して

いる場所が分かるとか、そういったこともあるのかなと思うわけなのですけれども、先ほ

ども伝えているように緊急の場合に保護者が不安に感じた場合に、例えば電話ではなくコ

ドモンで問合せというのは可能なのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 学務課長。

〇学務課長 早川浩司君 コドモンを通しても当然連絡はできますが、電話等々で学校に

連絡という手段は現在も行っているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 まだ始めてからそれほどたっていないので、まだまだ使っていない機能

等もあるかと思いますので、そういったところも見極め、順次使っていっていただきたい

と思います。

以上です。
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〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２８５ページ、第４項社会教育費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、社会教育費のところで質問したいと思います。

２８８ページになります。生涯学習推進に要する経費というところで、生涯学習推進ア

ドバイザー報酬というところであります。このアドバイザーの方は、令和５年度どのよう

な業務というか、内容で行っていたのかについてまず伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 社会教育課長。

〇社会教育課長 谷口昭博君 生涯学習推進アドバイザーの業務ということのご質問でご

ざいます。生涯学習推進アドバイザーは、生涯学習の専門知識などを有した方になってい

ただいている職務でございまして、具体的な業務としましては放課後子ども教室の事業で

あったりとか、青少年指導センターといいまして、校外生活の心得だとかをつくっている

会議体があるのですが、それの運営ですとか、それから各種社会教育で様々な計画物をつ

くったりするのですが、それのときの経験に基づいた知見等もアドバイスとして助言とし

ていただくというような業務などを行っております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 専門の知識を持ってアドバイスを受けているというようなお話でした。

その下にその他の経費ということで計上されておりますが、こちらの内訳について伺いま

す。

〇委員長 辻 勲君 社会教育課長。

〇社会教育課長 谷口昭博君 生涯学習推進に要する経費のその他の経費の内訳でござい

ますが、１つは事務用品などの購入をしております消耗品費、もう一つは印刷製本費でご

ざいまして、こちらは毎月１回、生涯学習に関する様々な事業についてのお知らせをいた

しますオアシス通信の発行の経費でございます。内訳の経費としましては、消耗品費が３

万７，８４９円、印刷製本については８９万７，６００円ということで合計９３万５，４

４９円という内訳になっております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 分かりました。続いて、図書館費、２９４ページになります。この中で

子ども読書活動推進事業に要する経費というところでブックスタートについて計上されて

おります。まず、内訳について伺います。

〇委員長 辻 勲君 図書館長。

〇図書館長 山形 譲君 ブックスタートパック購入費の内訳でございますが、全て需用

費の消耗品費でございまして、絵本購入費用２３７冊、２１万７，１４０円、絵本を入れ

る布製バック７６個、１万６，７２０円となります。
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〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ただいまのお話の中で本が２３７冊ということでお話がありましたけれ

ども、種類によっては何種類ぐらいあるのでしょうか、内訳についても伺います。

〇委員長 辻 勲君 図書館長。

〇図書館長 山形 譲君 絵本の種類でございますが、全部で７種類でございまして、７

種類２３７冊、２１万７，１４０円ということでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 すみません、できたらその種類のどんな本かというのもお知らせいただ

けますか。

〇委員長 辻 勲君 図書館長。

〇図書館長 山形 譲君 失礼いたしました。購入した絵本の内訳でございますけれども、

題名を申し上げてでよろしいでしょうか。「じゃあじゃあびりびり」、まついのりこ……

〔何事か呼ぶ者あり〕

分野は、全て絵本となります。あと、申し上げるのは本の題名のようになってしまいま

すが、種類としては全部絵本になります。

〇委員長 辻 勲君 ７種類の種別。

図書館長。

〇図書館長 山形 譲君 ７種類の種別ですけれども、７種類とも絵本になります。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 そうしたら、ブックスタートということですので、ゼロ歳から３歳ぐら

いに見合ったような絵本ということでよかったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 図書館長。

〇図書館長 山形 譲君 おっしゃるとおり、乳幼児向けの絵本ということになります。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 そういったところで、今７種類というところでありましたけれども、そ

の種類の中から保護者の方が選ぶということでよかったですか。

〇委員長 辻 勲君 図書館長。

〇図書館長 山形 譲君 乳児にどんな渡し方をしているかということになりますけれど

も、ふれあいセンターで行われる乳児健診の際に図書館司書が乳児１人に対し３冊の絵本

を手渡しております。渡し方は、健診を行う前に乳児に対して絵本を１冊から２冊程度読

み聞かせを行います。その後３冊の絵本を提示いたしまして、ご自宅にある絵本と重複し

ていないかどうか保護者の方に確認をいたします。重複していた場合は、在庫の絵本の中

からご自宅にない絵本を保護者の方に確認をいたします。渡す絵本が決まりましたら、ブ

ックスタートについてのパンフレットの内容を説明し、絵本３冊とパンフレットを布製バ

ッグに入れて保護者の方に渡しております。
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〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 というところで、保護者の方々に、子供たちに読み聞かせをして、選ん

でもらうという形なのかなと思うわけなのですけれども、７種類ということでありました

けれども、絵本というか、本というのは本当に現在非常に重要だということで言われてお

ります。そういったところで、今後ももう少し種類を増やしていったりすることも需要に

応じて考えていっていただきたいと思います。

以上です。

〇委員長 辻 勲君 伊藤俊喜委員。

〇伊藤俊喜委員 それでは、私から２９１ページの公民館費の光熱水費についてお伺いを

いたします。

今回決算書で、先ほど来同僚の委員も質問していますけれども、私も今回不用額を中心

に調べてまいりました。お伺いしたいのは、今回の令和５年度の公民館の光熱水費が５３

５万９，０００円に対して支出額が２９６万７２１円、使わなかった不用額が２３９万８，

２７９円となっております。割合にして実に４４．８％という額が未消化になっているこ

とになります。決算書を見た中でいろいろほかの項目でも不用額を見たのですけれども、

割合としては一番突出しているというような感じを受けました。自分としては光熱費は割

と先の見通しのしやすい、要は積算しやすい項目ではないのかなと思いますが、素人の考

え方、見方かもしれませんけれども、同じ建物のつながっている図書館では、隣のページ

ですけれども、光熱費の不用額というのはゼロになっております。なぜ公民館だけがここ

まで不用額、見込み違いが出たのか、その理由についてお伺いしたいと思います。

あと、結果として……

〇委員長 辻 勲君 一問一答なので、まずそれで。

公民館長。

〇公民館長 山形 譲君 公民館の光熱水費で２３９万８，２７９円の不用額が生じた要

因についてでございます。光熱水費は、公民館の電気料と上下水道料を支出しております

が、不用額の発生いたしました電気料につきましては令和５年度の３月補正において４月

から１０月分までを実績額とし、１１月から３月分を推計しております。電気料のうち電

力量につきましては、令和５年度の３月補正において令和４年度の実績に基づいて計算い

たしましたが、１１月から３月までの電力量を６万３，６３６キロワットアワーとしたと

ころ、決算では５万４，８６５キロワットアワーとなり、１万３，７７１キロワットアワ

ーの減で、電気料は４５万７，７４８円の減となりました。電力量単価につきましては、

令和５年度の３月補正において３３．２４円としておりましたが、決算では燃料費調整額

の影響で約１０．４６円の減で、電気料は６４万３２３円の減となりました。基本料金に

ついては、令和５年度の３月補正において１１月から３月分までを１６３万３，３０９円

としておりましたが、決算では３３万１，２２１円となり、電気料は１３０万２，０８８
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円の減となりました。合計いたしますと電気料は総額２４０万１５９円の減となりまして、

この分が不用額となります。このように不用額の要因につきましては実態とかけ離れた電

力量単価と基本料金による積算を行ったことによるものでございまして、令和６年度の決

算見込みにおいてはなるべく不用額が生じないよう、実態と一致した予算となるよう努め

てまいります。

〇委員長 辻 勲君 伊藤俊喜委員。

〇伊藤俊喜委員 もう一回確認なのですけれども、公民館はこういうような未消化額が４

０％以上あって、お隣の図書館長も兼ねられていますけれども、図書館では不用額はゼロ

だったということなのですけれども、図書館でも同じような積算の仕方をされていたとい

うことなのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 図書館長。

〇図書館長 山形 譲君 図書館についても同様な計算をしておりましたが、図書館は３

月補正では増額していたのですけれども、結果的には最後は不足になりまして消耗品費か

ら流用するようなこととなりました。

〇委員長 辻 勲君 伊藤俊喜委員。

〇伊藤俊喜委員 定額量単価だとかの説明があったのですけれども、細か過ぎて分からな

かったのですけれども、結果として不用額が多いということであれば３月の議会で減額の

補正をするべきだったと考えるのですけれども、それについてはされたのでしょうか。さ

れていないとすれば、なぜ行っていないのかというのもお尋ねしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 公民館長。

〇公民館長 山形 譲君 ３月補正の際には公民館の光熱水費につきましては１１万円程

度の減額補正をしておりましたが、それを上回る不用額となってしまったところでござい

ます。

〇委員長 辻 勲君 伊藤俊喜委員。

〇伊藤俊喜委員 減額補正は一部されているということなのですけれども、限りある予算

を効率的に有効的に活用するために年度の途中で執行状況を的確に把握していただきたい

と思いますし、積極的に減額の補正も行っていただきたいと思います。これから来年度予

算編成に向けて始まっていくと思いますけれども、しっかり今回の件を検証していただい

て緻密に積み上げていっていただければなと思います。

終わります。

〇委員長 辻 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２９５ページ、第５項保健体育費について質疑ありませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、質問したいと思います。
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保健体育費の中の２９８ページの体育施設費、総合体育館の管理に要する経費というと

ころでトレーニングルーム等の空調設備整備工事費ということで計上されておりますけれ

ども、空調の工事をいたしましたが、まず詳細について伺います。

〇委員長 辻 勲君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 工事の内容についてなのですけれども、総合体育館の

トレーニングルームと事務室にエアコンを設置する工事でございまして、新規２台と、あ

と石山中学校から移設のエアコン２台をそれぞれ２台ずつ設置する工事でございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 新規２台と石山中から移動したという話でした。その中で、石山中にあ

ったものを移動するというお金については幾らかかったのでしょうか。出ますか。

〇委員長 辻 勲君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 予算段階では新規の分と移設の分ということで積算は

しているのですけれども、その後入札がございまして契約している関係がございますので、

詳細についてはこちらでは分かりかねます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 新規のものと移動する費用と両方合わせての金額ということが分かりま

した。それで、何台も設置するわけですから、設置が順に出来上がったところから使用し

ていけるのかなと思うわけなのですけれども、そういった設置状況についてはどのような

形だったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 工期につきましては７月１３日から１２月２０日まで

ということになっておりましたが、トレーニングルームにエアコンが設置されたのは８月

１０日でございまして、それ以降につきましてはトレーニングルームで利用していただい

ております。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ８月１０日ということになりますと今年ですと結構暑かったかなと思う

のですけれども、これは令和５年度ですので、もう大分涼しくなってきているのかなと思

うわけなのですけれども、そのときに使ってみて、使用している人の声とか、そういった

形はどのようなことだったのでしょうか。

〇委員長 辻 勲君 スポーツ振興課長。

〇スポーツ振興課長 江末孝之君 令和５年度なのですけれども、同じように８月の中旬

以降につきましても気温が高くなる日もございましたので、利用者には熱中症の予防など

の観点から快適な状況でトレーニングルームでエアコンを使っていただいております。ま

た、エアコンを設置したことにつきましては、利用者から好評の意見が多くあったところ

でございます。
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〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３０１ページ、第６項給食センター費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３０５ページ、第１１款公債費、第１項公債費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３０７ページ、第１２款諸支出金、第１項過年度過誤納還付金について質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３０９ページ、第２項特別会計繰出金について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３１１ページ、第３項開発公社費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３１３ページ、第１３款職員費、第１項職員費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３１７ページ、第１４款予備費、第１項予備費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、歳入に入ります。４９９ページからの財産に関する調書を含め、歳入について

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第９号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定いたしました。

続いて、３３６ページからの議案第１０号 令和５年度砂川市国民健康保険特別会計決

算の認定を求めることについての審査に入ります。

歳入歳出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１０号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、３９８ページからの議案第１１号 令和５年度砂川市介護保険特別会計決算の

認定を求めることについての審査に入ります。

歳入歳出一括して質疑ありませんか。

武田真委員の質疑は休憩後にいたします。

１０分間休憩します。

休憩 午後 １時５７分

再開 午後 ２時０３分

〇委員長 辻 勲君 委員会を再開いたします。

武田真委員。

〇武田 真委員 ４５２ページです。包括支援事業のところなのですけれども、認知症初

期集中支援推進事業に要する経費なのですけれども、当初予算に比べて１００万円ほど減

っているところなのです。この要因についてまず伺いたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 岡 康裕君 認知症初期集中支援推進事業に要する経費の支援チーム業

務委託料が減額だということでございますが、この中にはサポーター医と、それから認定

看護師、それから作業療法士の単価が、市立病院なのですけれども、含まれておりまして、

この関係で認定医の方が市立病院にお聞きして単価を決めているのですけれども、退職さ

れて臨時の関係の単価になったということで下がっているということで、この単価で今回

は契約させていただいているところでございます。

〇委員長 辻 勲君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、人件費の単価が下がったというところで、そのチームの

方が出た出番というのですか、回数というのは前年度に比べて変わらないということでし

ょうか。

〇委員長 辻 勲君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 岡 康裕君 失礼しました。委員おっしゃるとおり、メンバーは替わっ

ておりませんので、単価が変わったという形になります。

〔「出動回数」との声あり〕

動かずです。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１１号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、４６３ページからの議案第１２号 令和５年度砂川市後期高齢者医療特別会計

決算の認定を求めることについての審査に入ります。

歳入歳出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１２号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、議案第１３号 令和５年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定を

求めることについての審査に入ります。

収入支出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１３号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

続いて、議案第１４号 令和５年度砂川市病院事業会計利益の処分及び決算の認定を求

めることについての審査に入ります。

収入支出一括して質疑ありませんか。
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小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私は３月補正で大分聞いているので、ただこの前の本会議場で事務局長

がわざわざ言った言葉が気になって、そこら辺も含めてお伺いしていきたいと思うのです

けれども、あえて事務局長は令和５年度の資金期末残高が９億円まで減少したと、そんな

状況からこれまでの収益重視から利益重視への支出構造の見直しが必要でありというお話

があったのです。まず、これはどういう意味なのかをお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 市立病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 本会議上で提案のときに今小黒委員がおっしゃったような

ことを、今までは決算書の中に記載されているもののポイント的なところだけをずっと説

明をしてきていたのですが、今回に限っては決算の状況を踏まえて我々として今考えてい

ることを決算書に記載はしていないことも併せて発言をさせていただいたと。その中で収

益重視から利益重視という言葉を使っています。これを具体的に言いますと、例えば医業

収益に占める人件費比率が高いよねといったときには、今までは収益重視なので、それは

医業収益を上げれば人件費比率は下がるという考え方で、今までは収益をどう上げるかと

いうことに重点を置いた病院運営をしてきました。コロナが明けて、なかなか患者が戻っ

てこないと、ではこれ以上、特に入院収益なのですけれども、入院収益が伸びるといって

もある程度限界があるだろう。であるならば、費用をどう削減して利益をどう確保してい

くのかという考え方に転換しないとこれからは病院経営がより厳しくなるだろうという意

味で収益重視から利益重視という言葉を使っております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それで、具体的に決算の関係でお伺いするのですけれども、今お伺いし

たいのは包括ケア病棟の関係でお伺いをしたいのですけれども、令和５年度で、まだこの

ときは包括ケア病棟は生きていますので、包括ケア病棟に関してこの前の鈴木委員の一般

質問で患者数が１万５，０００人だったというお話もあったと思うのですけれども、実際

包括ケア病棟での入院の収益は令和５年度どのぐらいあったのかお伺いしたいと思います。

〇委員長 辻 勲君 医事課長。

〇医事課長 川端祥子君 地域包括ケア病棟の令和５年度の入院収益については、１年で

５，２００万円ほど……

〔何事か呼ぶ者あり〕

大変失礼いたしました。５億２，０００万です。桁を物すごく間違えました。申し訳あ

りません。５億２，０００万円ほどになっております。地域包括ケア病棟が廃止されても、

今までなら急性期治療を経て地ケア病棟に移動したであろう患者は今後ある程度一般病棟

で診ていくため、先ほど言いました５億２，０００万円の全ての診療報酬がなくなるわけ

ではありません。疾患によるのですけれども、一般病棟で治療したほうが単価が高い場合

もございます。
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〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 何で入院収益を聞いたかというと、５億２，０００万で１万５，０００

人でというような、でも５億２，０００万円の入院収益があったものを何でなくすのだろ

うと、これは今あまりこちらは聞いていけませんけれども、包括ケア病棟の令和５年度の

病床利用率はどのぐらいでしたか。

〇委員長 辻 勲君 医事課長。

〇医事課長 川端祥子君 地域包括ケア病棟の令和５年度の病床利用率は７４．５％であ

ります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それから、包括ケア病棟のスタッフ数はどのぐらいの人数でやりくりし

ていたのでしょう。

〇委員長 辻 勲君 管理課長。

〇管理課長 倉島久徳君 詳細な資料を持ってきておりませんが、看護師が２０名弱、介

護福祉士が７名程度の配置だったと思います。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 先ほどもちょっと言いかけたのですけれども、利益重視をこれからして

いくという流れの中で、本当はここで質問したいです。何で５億２，０００万円もの入院

収益がある病棟をやめて、１億でしたか、急性期に特化すると１億、差引き４億も違うの

に何でやめるのだろうというのは言うだけにしておきますけれども、ここがちょっと分か

らないなと思っているのです。また改めて別の機会で聞きたいと思っていますけれども。

それから、今回３月の補正でいろいろお伺いをしましたけれども、この決算書を見ると

３月の補正、決算見込みだったと思うのですけれども、そのときよりもさらに成績が悪化

をしています。これはどういう理由なのでしょう。

〇委員長 辻 勲君 経営企画課長。

〇経営企画課長 堀下直樹君 補正後の予算額と決算額に乖離があるその要因といたしま

しては、収益でまず医業収益の入院収益で約１億８，０００万、外来収益で約１億２，６

００万、それぞれ予算額から減少となりました。患者数はおおむね予算どおりとなったと

ころなのですけれども、１人当たりの診療単価で入院で１，６７０円、外来で５６２円、

それぞれ予算より減少となったことが主な要因となっております。費用については、医業

費用の給与費で５，３００万円減、材料費で３，７２８万２，０００円の減、経費で約８，

５００万円の減、研究研修費で約１，１００万円の減となっておりまして、結局収益が補

正予算よりも減額となったため、このような乖離となったところでございます。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 先ほどの事務局長にお伺いした収益重視から利益重視へというお話の具

体的な質問になるのですけれども、先ほど人件費比率のお話も少し出ていましたけれども、
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このたびのこの決算書の人件費比率を見ると６６．７％なのです。これは本当に多いなと、

人件費比率６６．７％を利益重視のこれから方向性で持っていくということになるとどう

なっていくのか。具体的にどういうことを言い表そうとしているのか、ここをお伺いしま

す。

〇委員長 辻 勲君 市立病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 一言で言いますと病院のスリム化です。患者が増えない。

地域の患者もです。別に当院だけがこういう状態ではなくて、この管内、中空知管内の自

治体病院の数値を見てもそうですし、全道の自治体病院も本当に同じような感じです。全

国的にもそういうふうに入院患者が要はコロナ前に戻らないという数値は見ています。何

でそうなったのかということをいろいろ有識者の方々の話を聞くと、まずは人口減が一番

でしょうと、それとコロナが明けましたけれども、患者の受診動向が変わったといいまし

ょうか、我慢することを皆さん覚えたというようなことを言っている方もいらっしゃいま

した。あとは、これはちょっとデータ的に分からないのですが、元気な老人しか残ってい

ないというようなことを言っている方もいらっしゃいました。

客観的なデータでそこら辺は示せないので、私もどうなのかなというのは聞いています

けれども、現実今当院でいきますと、今年度の話になりますけれども、例えば消化器内科

の先生が３人増えて、救急医の先生も１人増えて、これである程度入院患者が戻ってくる

だろうという予測をしていたのですが、それが一向に戻ってこないと。その中でどうやっ

て利益を出すのかとなると、スリム化をして人もスリム化していく、そうして今言われた

人件費６６．７％はあまりにも高いので、そこはどうにか下げて、あとは材料費も若干高

くなっていますので、そこも絞りながら価格交渉をしながら今やっているのですけれども、

そうやって利益を出せる体質に病院を改善するといいましょうか、そういうことを今目指

しています。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 何か今年も大分悪そうですね、今の局長の話だと。一向に戻らないと大

きな声で言っていますけれども、冗談ではないのですよ。患者が少なくなっていったらえ

らいことになってしまうのです。それで、病院の皆さんはお持ちではないかもしれないの

ですけれども、決算の附属資料を見ると、先ほど利益重視といいながらなかなか、人が減

っている実績は令和５年でないではないですか。従業員１，０００人の大企業なわけで、

この部分で局長は利益重視していかないと病院が成り立っていかないのだみたいな話でわ

ざわざおっしゃったのです。その割には、先ほども言ったように、これは３月の補正の段

階よりももちろん人件費比率は増えてしまっているのです。それは、医業収益が減ったか

ら、人件費は同じだから比率が増えたということだと思うのですけれども、ちょうどここ

の附属資料の中にほかの病院の損益計算書がついているので、ちなみに計算を私はしてみ

たのですけれども、現金預金が結構あるところを探ってみました。砂川は現金預金はこの



－54－

決算では９億しか残っていませんけれども、函館の市立病院ですか、正確に病院の名前は

分かりません。函館なのですけれども、現金３４億円あって、人件費比率幾らかというと

４７．２％。続いて釧路、現金５２億あります。ここが人件費比率は４９．３％。岩見沢、

現金預金２５億円あります。比率は５２．７％。砂川は、現金預金は９億円で人件費比率

は６６．７％、圧倒的な違いなわけです。ほかの今言った函館、釧路、岩見沢、苫小牧も

少し多くなるけれども、人件費比率は５７％。やはり利益主義でいくのであれば、普通の

会社なら、本当はあまりやりたくないけれども、まず手をつけるのは人件費の削減ではな

いですか。

これはずっと僕何年も何回も言ってきていると思うのですけれども、こんなに人増やし

て大丈夫なのですかと。しかも、皆さん正職員が多いわけで、経営が苦しくなったからと

すぐ辞めてもらうわけにはいかないのですよ、正職員。だから、民間のところは非正規が

多くなったりということではあると思うのですけれども、ただ、今みたいな状況になって

きたときに本当にどうしたらいいのという話です。８０億にも近い人件費が令和５年でも

出ていっているのです。これであと電気を幾ら消していっても、何かを節約していっても、

事務局長が患者が一向に戻ってこないと言われてしまったら、あとどうにもならないでは

ないですか。ほかの病院、多分急性期でもあるだろうし、ほかの病院がやれている人件費

比率とかなりの差が今ある現状を考えたときに、実際この結果を見てどうこれからしよう

と考えていらっしゃるのか、そこをお伺いします。

〇委員長 辻 勲君 市立病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 まず、当院は人件費比率が高い。ほかの函館とか、いろい

ろ名前が挙がっていましたが、ここに至るまではそれなりの理由があって、当院はもとも

と旧病院時代から含めて急性期をメインにやっていたと、その中で例えば回復期である地

域包括ケア病棟をつくったりとか、それは地域に必要があって、当院が担うことができる

であろう部分はどうしても当院がやらなければいけないということで、本来急性期病院で

あればやれる範囲というのはある程度決まるのですけれども、回復期もやる、今は訪問診

療、訪問看護、予防医療、認知症、あとは開業医も少なくなってきていますので、かかり

つけ医機能も持っていると。そういったことを当院がカバーする医療が広がれば広がるほ

どそれだけ人が必要になったというのがこれまでです。

先ほど少し申しましたが、今年度、今直近になってもなかなか入院患者が戻ってこない

という状況の中で、ではすぐもう手を打たなければ駄目だということで、地域包括ケア病

棟の廃止を含めて病院のスリム化を図っていこうということで今進めています。通常であ

れば来年までとかということになるのですが、やはりここは地方公営企業法の全部適用で

事業管理者の判断でどんどんやれるものからやっていこうということで、うちは急性期に

特化をして、それで収支バランスが取れるようなところに今向かっています。当然今いる

人も減らしていきます。人を減らすというのは、年度の途中でといいましょうか、首を切
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るということはなかなかできませんので、それは何年間かかけて、自然減というのですか、

退職と採用の差分で人を減らしていくという手法を取ろうと思っていますし、あとは医師

の給与も、医師の直接の給与というわけではないのですけれども、各診療科には必ず夜間

の待機してもらう先生というのがいて、そこが人が足りないところは大学から出張医とい

う形で来てもらっています。その数を半分ぐらいに減らせないかとか、今いろいろな支出

の見直しをしている最中であります。そうやってなるべく利益を生めるような体質に、今

年度になって始めたばかりですので、５年度の決算の資料でいくとそういったものはなか

なか見えてこないと。そうなってくると今度地域の中でどう連携していくのかという話に

なりますので、それは地域医療構想調整会議の中で、当院は急性期に特化するので、当院

が担わなくなった回復期についてはそれぞれでお願いしますというような話が今後進んで

いくということになります。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 答弁側が話しているから僕も話しますけれども、このままだったら砂川

市民が困るだけなのです。今局長が言ったけれども、ここで診切れなかったらほかへ行か

なければならないのですよ。何のための市民病院なのだという話なのです、実は。まちの

お医者さんはいないし、まちのお医者さんたちは大変ですよ、混んでいて混んでいて。だ

けれども、市立病院へ行っても実は嫌われるわけでしょう、風邪引きさんだったら。そう

したら、砂川市立病院なのに砂川市民が何かのときには滝川に行かなければならないし、

それをどうやって理解をしてもらうのかというほとんど努力はないではないですか。ただ、

ぶすっ、ぶすっと切っていくだけですよ、結果的には。お知らせ１本。精神科半分にしま

した。これまで３か月いられた地域包括ケア病棟は９月末で終わります。

砂川の市民はどこに行ったらいいのと、実際今まちの病院に通っている人たちは本当に

不安で不安でしようがないのです。だから、人件費比率をといって、先ほども包括ケア病

棟は幾らぐらい入院収益あるのと、精神科のときもそうなのですけれども、５億２，００

０万あったのでしょう。この前から聞いている話、急性期病院に特化すると１億円増えま

すと、これまでは１億円増えますしか聞いていないのです。僕は、ではこれをなくしたら

何ぼ少なくなるのと今聞いたわけです。差引きしたら４億はもうかっているわけではない

ですかということではないのかどうかなのですよ、問題は。それで、市民は困るし、本当

の意味での急性期に特化してこれから市立病院が順調に経営をしていける形はどういうこ

となのかなと思うのです。

滝川市立病院、１５億貯金ありますよ、これを見ていったら。あそこは、まだ包括もや

っているのでしょう、急性期もやっているのでしょう。うちよりいいではないですか、現

金だけ見ればね。我々みたいな素人はそこしか見られないのです。現金幾ら残っているの

だろう、市民にとってどこまで市立病院はきちんと市民の面倒を見てくれるのだろうかと

いうことしか見られないのです。でも、実はこうこうこうで、こういう病院になっていか
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ないと困るのですと言ってくれるのは病院の皆さん方なのです。それが通じていかないと

ただ大変だ大変だという話だけになってしまって、市立病院の信頼が失われていく可能性

が高いと私は思うものですから、あえて本来の皆さん方が考える病院も経営も安定してい

きつつ急性期病院を目指すという姿はどういう姿なのかというのをお聞かせください。

〇委員長 辻 勲君 市立病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 砂川の市民のための病院でありながら砂川市民はどうする

のだというお話がありました。先般の鈴木委員の一般質問の際にもご答弁をさせてもらっ

ていますが、６０日いられる地域包括ケア病棟はなくなりますが、砂川市民についてはそ

のまま当院で治療を継続していただく方針です。なので、かつての当院のように市立病院

に入ったら２週間ぐらいで出されるというようなことは、砂川市民についてはそういうこ

とに戻らないように今進めておりますし、その代わり他市町からお越しの方についてはそ

れぞれの地域の病院に戻っていただくという考えでおります。

それと、５億２，０００万の収益が減って１億ぐらいしか増えないのではないのかとい

うご指摘がございましたが、５億２，０００万を稼ぐのには患者数掛ける診療単価で５億

２，０００万になるのですが、地域包括ケア病棟の診療単価は３万円ちょっとです。一般

病棟の診療単価は七、八万いきます。なので、地域包括ケア病棟はそれは年間で５億幾ら

の収益はありますけれども、それが一般にいればもっと上がるということになりますので、

今結構空床もありますので、地域包括ケアをなくしたとしても残りの一般病棟で患者を扱

えば、そこはその分収益上がるのです。これはご理解いただけるかなと、診療単価が違い

ますから。

それと、市民の皆さまには、これからスリム化も図る中で市立病院が、今はまだ地域包

括ケア病棟をやめたばかりなのですけれども、病院があるべき姿と、それと私が必要だな

と思っているのはこの中空知地域の医療がこう変わりますというようなことも併せて、そ

れは砂川市立病院が発信するのか北海道が発信するのかはちょっと分かりませんけれども、

今と同じ形の医療機関が全て同じ状態で残るというのは、これから２０４０年ぐらいには

人口６万とか、何かそのぐらいになるはずなので、同じ病院が同じ機能のまま同じ状態で

残るというのはちょっと考えにくいので、それはしかるべきところが医療はこう変わって

いきますというものは発信すべきだと思いますし、砂川市立病院が変わる部分については

これは砂川市立病院から発信をしていきたいと、そのように考えております。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 どうも分からないのは、うちだけが中空知何とか医療圏を真面目にやっ

ているような気がするのです。うちは急性期に特化していかなければいけない。うちは、

急性期は今は余っていると、慢性期だとか、そちらはまだ不足していると。うちだけ急性

期、急性期と言ったって、今診療単価のことをおっしゃっていましたけれども、局長が言

うように高い診療単価の人だけ集まってくれればいいですよ。しかも、増えていかなけれ
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ばいけないですよ、今より。先ほど言っているではないですか、現実的に患者が来ないと。

全然矛盾していませんか、この話。

〇委員長 辻 勲君 市立病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 ですから、地域の中の話合いがこれから始まっていきます。

これまでも中空知の地域医療構想調整会議というのが、コロナでいっときやっていないと

きもあったのですけれども、昨年ぐらいから対面の開催が始まって、我々の意見としては

この狭い中空知の中に急性期病院が２つ必要ですかというのをもちろん提案をしています。

でも、相手があることですので、そこは話がなかなか進まない。そういった中で、今北海

道から、地域医療構想のうまく進まない地域に中空知があると、モデル推進区域と推進区

域という２つの今仕組みができまして、推進区域になると北海道がいろいろ関与してくる

と、モデル推進区域になると国も関与してくると、簡単に言うとそういうことなのですけ

れども、それに北海道として中空知をモデル推進区域に指定するということで国に申請を

していて、今その回答を待っている状態だけれども、一応内諾は得たようだという話は聞

いてございますので、そちらが逆に、今までは当事者同士の話でいくとなかなか進まない

ですし、市町村合併もそうでしたけれども、そこに第三者といいましょうか、アドバイザ

ーみたいな方が来るとこれは比較的話が進むのではないのかなと期待はしているところで

す。

〇委員長 辻 勲君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 合併のときも期待はしたの、でも動かないの、あの人たちは。だって、

自分たちのことではないのだもの。でも、市立病院は自分たちのものなのでしょう。だか

ら、理想を求めていき過ぎていると私は思っているのです。みんながそうなって中空知全

体がその構想のとおりになっていけば、市立病院にとってみても、市民にとってみると少

し不便かもしれないけれども、そこは全体のことを考えたときに仕方ないと考えられます。

そういうふうに説得をしていかなければいけないのだと思うのです、砂川の市民に対して。

だけれども、今みたいなやり方をされていったら、私はそう思う前に砂川市民ががっかり

するほうが先だろうと思うのです。だって、滝川は何も動かないではないではないですか。

赤平は自然にそうなっているかもしれないし、歌志内もそうかもしれない。一番問題は滝

川ではないですか、滝川はじっと黙って、うちがおかしくなるのを待っています。

もしかしたら今年度で貯金がなくなるかもしれないと私は心配していますけれども、そ

うなったら周りの市町村は助けてくれますか。そんな約束ありますか、ないではないです

か。だから、今お話をされていることはどうも現実的に私は考えられないのです。すごく

言いづらいことだけれども、今のままでいったらやはり人件費比率は少なくとも下げてい

かなければいけないと思うのです。そのためには２つしかなくて、医業収益をいっぱい増

やすか人件費を落とすかしかないのです。できれば働いている人たちの首を切るなんてい

うのはしたくないです。でも、そうなるかもしれないではないですか、今のまま患者が少
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なかったら。こういう現状をもっと市立病院から市民の皆さん方に発信をしてほしいので

す。この前みたいな包括の答弁ではなくて、それは鈴木委員に対する、ごめんなさい、鈴

木委員のお話ばかりしてしまって。なくなることのいいことしか僕は言っていなかったな

と思うのです。そうではなくてもっと今の市立病院の現状というものをいろいろな形で出

してもらっていかないと市民の理解はなかなか得ていかれないのではないかと思っていま

す。ちょっと決算から外れてしまったのでこれ以上やりませんけれども、人件費比率の関

係で考えられることをこの決算を通じてもう一度お伺いします。

〇委員長 辻 勲君 市立病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 人が増えた理由に、先ほど申したようにいろいろな医療に

当院が関わってきたというのがありますので、そこをスリム化をして費用を削減する。何

のためにそうするのかというのは、我々は人件費を言ってしまえば削るためです。費用の

中で一番多いのが人件費で、あまり変なやり方をすると職員がみんな去っていってしまう

可能性も秘めていますので、そこをどう削っていくのかというのは考えて、今まさにやっ

ている最中なのですが、あまり時間をかけられないというのも一方でありますので、そこ

ら辺を職員の理解を得る中で人件費比率、人件費の中には先ほど言った出張医の部分です

とか全部入っていますので、まずは当院の職員に関わらない部分でどこができるのか。収

益も当然上がるように努力はしていくので、その中で人件費を何年間か計画でこのぐらい

削減していったらどのぐらいの比率になるのかというのを見ながら、私は一番の課題は人

件費だと思っていますので、そこは小黒委員と同じかなと考えています。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、質問させていただきます。

まず、令和５年度の提案説明の中で経費削減等に取り組み、少し今の話とかぶってしま

うのですけれども、私は人事以外の件でお話を聞きたいと思います。費用の増加を最小限

にとどめることができたとあります。どのような取組を行ったのでしょうか、伺います。

〇委員長 辻 勲君 経営企画課長。

〇経営企画課長 堀下直樹君 物価やエネルギーのコストの高騰などの影響を受けまして、

結局令和４年度、令和５年度もいろいろ経費縮減の取組を行ってきたところでありますけ

れども、その取組の内容といたしましては決算書の１９ページ、２０ページに費用の明細

が書かれております。その中の材料費の診療材料費におきまして、全国のベンチマークを

活用した価格交渉やまとめ買い、あと同等品で安価な材料への切替え、あと中空知の当院

を含め６自治体病院で共同購入をするなど縮減を図ったところでございます。それから、

消耗品費の消耗品において、こちらも同様に価格交渉、あと同等品で安価なものへの切替

え、あと一回の入荷数を増やすことで単価を下げるだとか、あと使用数の少ないものは在

庫数を見直すなどして縮減を図っております。あと、光熱水費の電気料、そちらにおきま

して、１２月からとはなるのですけれども、院内の照明設備のＬＥＤ化を行いまして電気
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料の削減を図っておりまして、蛍光管といった、そこら辺の消耗品の削減も図っておりま

す。あと、研究研修費の研修旅費において、令和５年度はコロナが５類になったこともあ

りまして現地開催での研修会が増えたところなのですが、学会参加人数の見直しだとか、

あと病院の機能に必要なものを優先するなどして予算の削減を図ったところでございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 お話の中にまとめ買い、共同購入、入荷数を増やすというような、細か

いですけれども、取組を行ってきたということが分かりました。それで、その取組を行っ

たことでどれくらい効果があったのでしょうか、伺います。

〇委員長 辻 勲君 経営企画課長。

〇経営企画課長 堀下直樹君 費用の削減の額でございますけれども、診療材料費におい

ては約１，２００万円の費用の縮減を図っております。消耗品におきましては約２００万

円、なお診療材料費につきましては平成２９年度からベンチマークを活用した価格交渉や

同等品での安価なものへの切替えなどの取組を行っております。累計で約２億７，５００

万円ほど費用の縮減を図っているところでございます。電気料につきましては、今までの

照明に比べ消費電力が３分の１程度になりますので、それとあと蛍光管などの消耗品も必

要でなくなることから、約１，０００万円の費用の縮減を図っております。あと、この効

果につきましては、材料もそうなのですけれども、電気料も令和５年度のみではなくて令

和６年度以降も費用の縮減の方策として続いていくものでございます。それと、研修旅費

につきましては、コロナが明け、先ほども申し上げましたが、現地開催での開催数が増え

たところなのですけれども、予算に対しまして約４６０万円の費用の縮減となったところ

でございます。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 金額的には１，２００万、２００万、そして１，０００万、４６０万と

累計すると２億ほどということが分かりました。私も節約家でございますけれども、本当

に身近なことから少しずつ一日でも早く取り組むということが重要、そういったところで

病院にとって何が一番重要か、どういった順か、そこから順に判断していくことが本当に

重要な取組となっていくのではないかと思います。

それで、先ほど電気、蛍光灯、照明設備のお話がありましたけれども、照明ＬＥＤ化と

いうことです。当市はゼロカーボンシティ宣言をしております。病院のＬＥＤ化もそれに

寄与、そういったことでのことだと思いますけれども、そこでＬＥＤ化を図ったことで二

酸化炭素はどれぐらい削減効果があったのでしょうか、あるのでしょうか、伺います。

〇委員長 辻 勲君 管理課技術長。

〇管理課技術長 大内文雄君 二酸化炭素の削減効果についてですが、手術室など特殊な

照明を除くほぼ全ての照明を１２月よりＬＥＤに交換しております。二酸化炭素について

は、削減される電気料に応じ計算しますと１２月から３月まで約１６０トンの削減になり
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ます。また、１年間では約４７９トンの削減となります。

〇委員長 辻 勲君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 というところで、やはりゼロカーボンということは二酸化炭素を実質ゼ

ロを目指すということで全国９００近い自治体が行っておりますけれども、そういった取

組、そして細かい節約、どう病院を維持していくかをその都度、そして細かいことからで

も１つずつ行っていくことが重要ではないかと思います。

以上です。

〇委員長 辻 勲君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより議案第１４号を採決します。

本案を原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり認定することに決定しました。

◎散会宣告

〇委員長 辻 勲君 以上で本委員会に付託されました議案第９号から第１４号までの

各会計決算の認定についての審査を終了しました。

これで決算審査特別委員会を散会します。

散会 午後 ２時５５分
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委 員 長


